
水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

五
一

【
事
実
の
概
要
】

一
　
本
件
は
、
平
成
二
一
年
七
月
一
五
日
に
発
生
し
た
原
告
Ｘ
社

所
有
の
船
舶
（
以
下
、
本
船
と
い
う
）
が
中
華
人
民
共
和
国
か
ら

兵
庫
県
姫
路
港
へ
向
か
っ
て
航
行
し
て
い
た
際
、
浅
瀬
に
座
礁
し

た
こ
と
（
以
下
、
本
件
座
礁
事
故
と
い
う
）
に
つ
き
、
本
件
座
礁

事
故
の
原
因
は
本
船
の
水
先
業
務
に
従
事
し
て
い
た
被
告
水
先
人

Ｙ
１
が
本
船
を
右
転
さ
せ
る
べ
き
地
点
を
取
り
違
え
て
予
定
よ
り

早
く
右
転
さ
せ
た
重
過
失
に
あ
る
と
し
て
、
Ｘ
社
が
Ｙ
１
ら
に
対

し
て
上
記
水
先
契
約
及
び
不
法
行
為
に
基
づ
き
損
害
賠
償
責
任
を

追
及
し
た
事
件
で
あ
る
。

Ｙ
１
は
、
平
成
二
一
年
七
月
一
五
日
午
後
五
時
五
〇
分
、
水
先

業
務
を
行
う
た
め
、
神
戸
市
和
田
岬
沖
合
で
本
船
に
乗
船
し
、
水

水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る

損
害
賠
償
責
任

─
大
阪
高
判
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
四
日 
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五
二

者
に
請
求
し
な
い
も
の
と
す
る
。」

同
三
項

「
前
二
項
は
、
水
先
人
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
基
づ
く
責
任

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。」

Ｙ
１
が
、
本
船
乗
船
後
、
本
船
Ｄ
船
長
に
対
し
同
意
を
求
め
た

パ
イ
ロ
ッ
ト
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
カ
ー
ド
（
以
下
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
と

い
う
）
に
は
、
水
先
人
か
ら
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
〔
ブ
リ
ッ
ジ
・
リ
ソ
ー

ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
〕
の
実
践
と
し
て
、「
Ｐ
Ｉ
Ｃ
の
嚮
導
計
画

を
確
認
す
る
こ
と
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
の
記
載
と
水
先
人
の
実
際
の
嚮
導
に

矛
盾
が
あ
れ
ば
、
水
先
人
に
質
問
す
る
こ
と
」
が
、
ま
た
、
水
先

業
務
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
は
、「
本
船
へ
の
要
請
（
特
に

Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
〔
ブ
リ
ッ
ジ
・
リ
ソ
ー
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
フ
ォ
ー
・

パ
イ
ロ
ッ
ト
〕
の
一
環
と
し
て
）
見
張
り
及
び
適
当
な
間
隔
で
船

位
測
定
、
海
図
へ
の
記
入
、
航
行
監
視
―
計
画
航
路
よ
り
大
き
く

外
れ
た
場
合
の
リ
マ
イ
ン
ド
、
Ｐ
Ｉ
Ｌ
Ｏ
Ｔ
の
操
船
意
図
／
意
見

に
疑
問
が
あ
る
と
き
の
質
問
」
が
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
、
船
側
の

チ
ェ
ッ
ク
を
求
め
て
い
る
。
Ｙ
１
は
、
Ｄ
船
長
か
ら
機
関
や
航
海

計
器
な
ど
に
異
常
が
な
い
旨
の
説
明
を
受
け
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
を
提
出
し
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
件
水
先
業
務
に
お
け
る
予
定
航
路
は
、
明
石

先
業
務
を
開
始
し
た
（
以
下
、
本
件
水
先
業
務
と
、
そ
の
た
め
の

水
先
契
約
を
本
件
水
先
契
約
と
い
う
）。
な
お
、
本
件
水
先
契
約

は
次
の
よ
う
な
規
定
を
含
む
内
海
水
先
区
水
先
約
款
（
以
下
、
本

件
約
款
と
い
う
）
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
。

一
二
条
一
項

「
船
長
は
、
水
先
人
の
操
船
上
の
助
言
が
確
実
か
つ
迅
速
に
実
行

さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
常
に
監
督
す
る
も
の
と
す
る
。」

同
二
項

「
船
長
は
、
一
般
見
張
り
を
厳
重
に
行
な
い
、
港
内
又
は
特
殊
な

水
域
航
行
中
は
適
当
な
場
所
に
見
張
員
を
配
置
し
（
レ
ー
ダ
ー
を

装
備
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
活
用
す
る
。）
異
常
を
認

め
た
と
き
は
速
か
に
水
先
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」

二
一
条
一
項

「
船
長
又
は
船
舶
所
有
者
は
、
水
先
人
に
水
先
を
さ
せ
た
場
合
に

お
い
て
、
水
先
人
の
業
務
上
の
過
失
に
よ
り
、
当
該
船
舶
、
船
長
、

船
員
又
は
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
水
先
人
の
責
任

を
問
わ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
水
先
人
は
、
当
該
船
舶
に

関
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
水
先
料
の
全
額
を
船
長
又
は
船
舶
所
有

）
五
〇
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
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五
三

を
行
っ
た
。
当
直
航
海
士
は
、
日
本
の
港
に
入
る
の
は
初
め
て
で

あ
り
、
当
直
操
舵
手
は
、
日
本
へ
入
航
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
瀬

戸
内
海
を
航
行
す
る
の
は
初
め
て
で
あ
っ
た
。
当
直
操
舵
手
は
、

手
動
で
舵
を
と
っ
て
お
り
、
当
直
航
海
士
は
、
レ
ー
ダ
ー
を
見
る

な
ど
し
て
見
張
り
を
し
、
明
石
海
峡
航
路
を
出
て
か
ら
は
一
五
分

お
き
に
本
船
の
位
置
を
海
図
に
記
入
し
て
い
た
。
本
船
は
、
明
石

海
峡
航
路
を
通
航
し
て
い
た
が
、
同
日
午
後
六
時
四
三
分
頃
、
同

航
路
西
口
で
、
針
路
を
二
四
八
度
に
定
め
、
一
一
・
四
ノ
ッ
ト
の

速
力
で
航
行
し
た
。
本
船
が
播
磨
灘
航
路
に
入
っ
た
頃
、
本
船
よ

り
も
速
力
が
遅
い
二
隻
の
小
型
船
（
以
下
、
同
航
船
と
い
う
）
が
、

本
船
の
前
方
を
同
じ
方
向
に
航
行
し
て
い
た
。
Ｙ
１
は
、
鹿
ノ
瀬

西
方
灯
浮
標
の
周
辺
で
右
転
す
る
鹿
ノ
瀬
西
ル
ー
ト
・
北
ル
ー
ト

に
よ
り
、
姫
路
港
へ
向
け
て
航
行
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
同
航
船
を
い
か
に
追
い
越
し
て
右
転
す
る
か
に
気
を

遣
っ
た
。
本
船
は
、
鹿
ノ
瀬
灯
浮
標
を
航
過
し
た
午
後
七
時
三
〇

分
頃
、
本
船
に
近
い
方
の
同
航
船
一
隻
を
追
い
越
し
た
。
同
日
の

日
没
時
刻
は
午
後
七
時
一
五
分
で
あ
り
、
鹿
ノ
瀬
灯
浮
標
は
点
灯

し
て
い
た
。
日
没
後
の
薄
明
り
の
中
で
は
あ
っ
た
が
、
視
界
は
良

く
、
Ｙ
１
は
、
目
視
及
び
双
眼
鏡
に
よ
り
、
同
灯
浮
標
の
灯
火
、

塗
色
及
び
形
状
の
種
類
を
確
認
し
よ
う
と
思
え
ば
、
す
る
こ
と
が

海
峡
航
路
を
抜
け
た
後
、
推
薦
航
路
を
西
南
西
方
向
に
航
行
し
、

播
磨
灘
航
路
第
六
号
灯
浮
標
を
航
過
し
、
同
第
五
号
灯
浮
標
の
周

辺
で
右
転
し
、
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
（
た
だ
し
、
同
灯
浮
標
は

Ｐ
Ｉ
Ｃ
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
）
の
西
方
を
北
上
し
、
姫
路
港

広
畑
区
に
向
か
い
錨
泊
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
Ｙ

１
は
、
当
初
か
ら
、
鹿
ノ
瀬
西
ル
ー
ト
・
北
ル
ー
ト
を
航
行
す
る

こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、
本
船
の
右
転
予
定
地
点
は
、
播
磨
灘
航

路
第
五
号
灯
浮
標
で
は
な
く
、
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
と
す
る
予
定

で
あ
っ
た
が
、
上
記
カ
ー
ド
に
よ
る
説
明
は
、
カ
ン
タ
マ
ル
ー
ト

を
避
け
て
、
鹿
ノ
瀬
西
ル
ー
ト
を
航
行
す
る
大
略
の
ル
ー
ト
を
示

す
趣
旨
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
右
転
予
定
地
点
が

鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
付
近
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
船
長
及

び
そ
の
他
の
乗
組
員
に
告
げ
ず
、
海
図
等
を
利
用
し
た
予
定
針
路

の
説
明
も
し
な
か
っ
た
。
本
船
は
、
同
日
午
後
六
時
一
八
分
頃
、

明
石
海
峡
航
路
に
入
航
し
た
後
、
午
後
六
時
三
〇
分
頃
ま
で
は
、

Ｄ
船
長
を
含
め
、
約
一
〇
人
が
船
橋
に
い
た
が
、
明
石
海
峡
大
橋

を
通
過
後
、
Ｙ
１
に
声
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
Ｄ
船
長
は
夕
食
を

と
る
た
め
船
橋
か
ら
降
り
た
。
そ
の
た
め
、
ブ
リ
ッ
ジ
内
に
は
Ｙ

１
の
ほ
か
、
一
等
航
海
士
Ｅ
（
以
下
、
当
直
航
海
士
と
い
う
）
と

操
舵
手
Ｆ
（
以
下
、
当
直
操
舵
手
と
い
う
）
が
残
り
、
航
海
当
直

）
五
〇
五
（
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五
四

る
よ
う
指
示
し
た
（
以
上
の
Ｙ
１
の
灯
浮
標
誤
認
と
こ
れ
に
基
づ

く
右
変
針
指
示
を
「
本
件
Ｙ
１
の
行
為
」
と
い
う
）。
当
直
航
海

士
は
、
本
船
の
船
位
に
つ
い
て
「
鹿
ノ
瀬
の
南
西
沖
で
あ
り
、
も

う
少
し
で
北
西
側
に
位
置
す
る
浅
瀬
を
過
ぎ
る
と
こ
ろ
」
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
た
が
、
Ｙ
１
に
は
報
告
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本

船
が
鹿
ノ
瀬
を
航
過
し
た
た
め
針
路
を
北
寄
り
に
向
け
た
の
だ
と

理
解
し
た
が
、
最
後
の
位
置
を
記
入
し
て
か
ら
あ
ま
り
時
間
が
経

過
し
て
い
な
い
た
め
、
少
し
不
安
に
駆
ら
れ
た
が
、
変
針
の
地
点

に
つ
い
て
も
Ｙ
１
に
尋
ね
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
、

本
船
は
、
午
後
七
時
三
二
分
頃
、
鹿
ノ
瀬
灯
浮
標
を
正
横
に
見
な

が
ら
徐
々
に
右
変
針
し
、
そ
れ
以
上
は
変
針
す
る
こ
と
な
く
航
行

を
続
け
、
同
日
午
後
七
時
四
〇
分
頃
、
同
灯
浮
標
の
北
に
位
置
す

る
鹿
ノ
瀬
の
浅
瀬
に
座
礁
し
た
。
な
お
、
Ｙ
１
は
本
件
座
礁
事
故

に
つ
い
て
、
業
務
上
過
失
往
来
危
険
の
罪
で
起
訴
さ
れ
、
罰
金

三
〇
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
、
ま
た
、
海
難
審
判
に
お
い
て
一

か
月
間
の
業
務
停
止
に
処
せ
ら
れ
た
（
２
）
。

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
１
に
対
し
て
水
先
契
約
の
債
務
不
履
行
及

び
不
法
行
為
に
基
づ
き
、
本
件
座
礁
事
故
に
よ
っ
て
Ｘ
が
被
っ
た

損
害
金
二
億
五
一
二
九
万
七
四
八
六
円
及
び
遅
延
損
害
金
を
、
さ

ら
に
、
Ｙ
１
が
所
属
す
る
被
告
水
先
人
会
及
び
被
告
水
先
人
連
合

で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
Ｙ
１
は
、
視
認
し
た
灯
浮
標
と

本
船
と
の
位
置
関
係
を
レ
ー
ダ
ー
及
び
目
視
で
確
認
し
、
レ
ー

ダ
ー
画
面
上
の
映
像
で
通
常
右
に
見
て
変
針
す
る
鹿
ノ
瀬
西
方
灯

浮
標
沖
に
お
け
る
同
灯
浮
標
と
本
船
と
の
相
関
映
像
の
情
景
と
、

本
件
座
礁
事
故
直
前
の
本
船
の
レ
ー
ダ
ー
画
面
に
映
し
出
さ
れ
た

鹿
ノ
瀬
灯
浮
標
と
本
船
と
の
相
関
映
像
の
情
景
と
が
、
あ
ま
り
に

も
類
似
し
て
い
た
た
め
、
瞬
間
的
に
錯
覚
に
陥
り
、
視
認
し
た
鹿

ノ
瀬
灯
浮
標
を
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
で
あ
る
と
思
い
込
ん
だ
。
し

か
も
、
Ｙ
１
は
、
そ
の
際
、
自
ら
視
認
し
、
レ
ー
ダ
ー
で
も
認
識

し
た
灯
浮
標
の
種
類
を
確
認
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
や

海
図
に
よ
っ
て
灯
浮
標
や
船
位
を
確
認
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
Ｙ
１
は
、
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
を
本
船
右
舷
側
に
一
マ

イ
ル
隔
て
て
航
行
す
る
針
路
を
取
れ
ば
、
本
船
を
安
全
に
右
転
さ

せ
、
姫
路
港
に
向
か
う
予
定
針
路
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
同
日
午
後
七
時
三
一
分
、
本
船
は
、
実

際
に
は
、
播
磨
灘
航
路
第
六
号
灯
浮
標
を
航
過
し
た
だ
け
で
、
鹿

ノ
瀬
西
ル
ー
ト
・
北
ル
ー
ト
の
右
転
予
定
地
点
で
あ
る
鹿
ノ
瀬
西

方
灯
浮
標
の
周
辺
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

当
直
操
舵
手
に
対
し
、
本
船
を
手
動
操
舵
に
切
り
替
え
、
右
転
の

た
め
針
路
二
五
五
度
を
指
示
し
、
さ
ら
に
、
徐
々
に
右
に
変
針
す

）
五
〇
五
（



水
先
人
の
重
過
失
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被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
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す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

五
五

た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
免
責
す
る
こ

と
に
し
た
。
以
上
が
本
件
水
先
約
款
二
一
条
の
趣
旨
で
あ
る
と
解

さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
同
条
三
項
に
い
う

『
重
過
失
』
と
は
、
注
意
義
務
違
反
の
程
度
が
故
意
と
同
視
し
得

る
ほ
ど
顕
著
で
、
こ
の
免
責
規
定
に
よ
り
水
先
人
を
保
護
す
る
必

要
性
を
欠
く
場
合
、
す
な
わ
ち
水
先
人
が
通
常
要
求
さ
れ
る
程
度

の
注
意
を
払
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
以
下
の
僅
か
な
注
意
を
払
う

こ
と
を
怠
ら
な
け
れ
ば
、
容
易
く
違
法
か
つ
有
害
な
結
果
を
予
見

し
、
こ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

僅
か
な
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
た
め
、
上
記
違
法
、
有
害
な
結
果

を
予
見
し
、
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
を
い
う
も
の

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、「
Ｙ
１
は
、
上

記
の
と
お
り
同
日
午
後
七
時
一
八
分
、
実
際
に
播
磨
灘
航
路
第
六

号
灯
浮
標
を
通
過
し
、
右
舷
側
に
鹿
ノ
瀬
の
浅
瀬
を
見
な
が
ら
南

西
方
向
へ
航
行
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
迂
闊
に
も
上
記
の

僅
か
な
注
意
を
払
う
こ
と
を
怠
り
、
容
易
に
見
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
は
ず
の
『
鹿
ノ
瀬
灯
浮
標
』
を
『
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
』
と

思
い
込
み
、
操
舵
手
に
対
し
て
本
船
の
右
転
を
指
示
し
た
上
、
そ

の
後
も
自
ら
の
誤
り
に
気
づ
か
ず
、
漫
然
と
鹿
ノ
瀬
の
浅
瀬
に
向

け
航
行
を
続
け
、
本
件
座
礁
事
故
を
招
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
い

会
（
Ｙ
２
）
に
対
し
て
、
Ｙ
１
の
使
用
者
で
あ
り
、
ま
た
Ｙ
１
を

監
視
監
督
す
る
義
務
が
あ
っ
た
の
に
こ
れ
を
怠
っ
た
と
し
て
、
不

法
行
為
又
は
使
用
者
責
任
に
基
づ
き
、
連
帯
し
て
上
記
損
害
賠
償

金
及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
た
。

二
　
原
審
（
神
戸
地
判
平
成
平
成
二
七
年
九
月
三
日W

estlaw
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）
は
以
下
の
よ
う

に
判
示
し
て
、
Ｙ
１
に
対
す
る
請
求
の
一
部
を
認
容
し
た
。

「〔
本
件
水
先
約
款
二
一
条
の
〕
免
責
及
び
そ
の
排
除
規
定
の
趣

旨
・
目
的
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
船
舶

事
故
は
、
そ
の
性
質
上
、
常
に
船
舶
所
有
者
に
多
額
の
人
的
、
物

的
損
害
を
発
生
さ
せ
る
危
険
性
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
、

船
舶
所
有
者
は
、
か
か
る
船
舶
を
所
有
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
水
先

人
な
ど
を
利
用
し
て
運
航
に
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
利
益

を
取
得
し
得
る
地
位
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
水
先
業
務

に
お
い
て
水
先
人
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
全
て
を
水
先

人
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
酷
に
過
ぎ
、
損
害
の
公
平
な
分
担
と
い
う

観
点
か
ら
も
水
先
人
の
責
任
を
一
定
の
範
囲
で
制
限
し
、
こ
れ
を

保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
水
先
人
保
護
の

要
請
を
踏
ま
え
、
水
先
人
の
責
任
を
故
意
又
は
重
過
失
が
あ
る
場

合
に
限
定
し
、
通
常
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
意
を
尽
く
さ
な
か
っ

）
五
〇
五
（
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五
六

過
失
に
関
す
る
判
断
を
左
右
し
な
い
」
と
し
、
本
船
側
の
過
失
に

つ
い
て
二
割
、
過
失
相
殺
し
て
、
Ｙ
１
に
対
し
て
一
億
九
二
二
六

万
一
八
七
四
円
の
賠
償
を
認
め
、
Ｙ
２
に
対
す
る
請
求
は
棄
却
し

た
。
Ｘ
及
び
Ｙ
１
が
控
訴
。

【
判
旨
】
Ｙ
１
の
控
訴
に
基
づ
き
原
判
決
一
部
取
消
・
請
求
棄
却
、

Ｘ
の
控
訴
棄
却
。

Ⅰ
　
本
件
約
款
の
免
責
条
項
に
お
け
る
「
重
過
失
」
の
意
義

「
本
件
免
責
条
項
の
主
な
趣
旨
、
目
的
は
、
…
水
先
人
は
海
上
交

通
に
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
反
面
、
い
っ
た
ん
水
先
業

務
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
損
害
が
そ
の
負
担
能
力

を
は
る
か
に
超
え
て
甚
大
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
保
険
等

に
よ
り
適
切
に
補
て
ん
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
水

先
人
を
保
護
す
べ
く
、
そ
の
責
任
を
一
定
の
場
合
に
限
定
し
よ
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
…
本
件
免
責
条
項
に
お
い
て

水
先
人
が
免
責
さ
れ
な
い
重
過
失
と
は
、
単
に
、
過
失
の
程
度
が

重
大
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
水
先
人
の
注
意

義
務
違
反
の
程
度
が
故
意
と
同
視
し
得
る
ほ
ど
顕
著
で
あ
り
、
上

記
の
本
件
免
責
条
項
の
趣
旨
、
目
的
に
照
ら
し
て
も
、
水
先
人
を

保
護
す
る
必
要
性
を
欠
く
場
合
、
す
な
わ
ち
、
①
水
先
人
が
、
違

得
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
Ｙ
１
の
行
為
に
お
け
る
同
被
告
の
注
意

義
務
違
反
の
程
度
は
、
他
に
『
特
段
の
事
情
』
が
認
め
ら
れ
な
い

限
り
、
故
意
と
同
視
し
得
る
ほ
ど
重
大
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
」
と
し
て
、
そ
の
特
段
の
事
情
に
つ
い
て
、
第
一
に
、「
本

件
水
先
業
務
に
お
い
て
Ｂ
Ｒ
Ｍ
と
い
う
手
法
が
十
分
に
励
行
さ
れ

ず
、
本
船
の
船
長
ら
と
の
間
で
有
効
な
情
報
交
換
や
そ
の
提
供
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
い
ず
れ
の
側
の
安
全
意
識

に
も
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
に
基
因
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、

僅
か
な
注
意
を
払
う
こ
と
を
怠
っ
た
Ｙ
１
の
注
意
義
務
違
反
の
程

度
を
通
常
の
過
失
レ
ベ
ル
に
ま
で
軽
減
さ
せ
る
よ
う
な
性
質
の
も

の
で
は
な
く
、
損
害
額
の
認
定
に
当
た
っ
て
損
害
の
公
平
な
分
担

と
い
う
見
地
か
ら
過
失
相
殺
の
一
事
情
と
し
て
斟
酌
さ
れ
る
に
と

ど
ま
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
Ｙ
１
の
行
為
が
水
先
人
で

あ
る
Ｙ
１
と
本
船
の
船
長
ら
乗
組
員
と
の
間
で
適
切
な
Ｂ
Ｒ
Ｍ
が

励
行
さ
れ
ず
、
本
件
座
礁
事
故
の
防
止
に
向
け
通
常
で
あ
れ
ば
行

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
情
報
交
換
等
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
上

記
『
特
段
の
事
情
』
を
基
礎
づ
け
る
具
体
的
な
事
実
関
係
に
は
当

た
ら
」
な
い
と
し
、
第
二
に
、「
本
件
座
礁
事
故
の
発
生
地
点
周

辺
の
海
域
の
特
性
や
そ
の
と
き
の
周
辺
の
状
況
等
は
、
上
記
『
特

段
の
事
情
』
を
基
礎
づ
け
る
に
足
り
る
も
の
で
は
な
く
、
上
記
重

）
五
一
〇
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

五
七

と
、
②
本
船
搭
載
の
二
台
の
レ
ー
ダ
ー
の
レ
ン
ジ
を
適
宜
変
更
し

て
…
、
視
認
に
係
る
上
記
灯
浮
標
と
周
辺
の
灯
浮
標
…
と
の
位
置

関
係
を
確
認
す
る
こ
と
、
③
右
転
開
始
の
予
定
時
刻
と
の
整
合
性

や
、
直
前
に
航
過
し
た
播
磨
灘
航
路
第
六
号
灯
浮
標
か
ら
の
所
要

時
間
を
確
認
す
る
こ
と
、
④
本
船
搭
載
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
や
海
図
を
用
い

て
船
位
を
確
認
す
る
こ
と
、
⑤
こ
れ
ら
に
よ
り
船
位
を
把
握
し
て

い
た
当
直
航
海
士
に
本
船
の
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
、
な
ど
の
比

較
的
容
易
な
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
措
置
す
ら
と
る
こ
と
も
な

く
航
行
を
続
け
た
と
い
う
Ｙ
１
の
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、

重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
余
地
も
な
い
で
は
な
い
。」

（
三
）「
Ｙ
１
は
、
当
時
、
灯
浮
標
の
灯
火
や
塗
色
等
を
識
別
す
る

こ
と
が
物
理
的
に
は
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
視
界
の
良
い
昼

間
や
灯
火
が
認
識
し
や
す
い
夜
間
の
場
合
の
よ
う
に
、
容
易
に
こ

れ
ら
を
識
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
い
え
ず
、
む

し
ろ
、
視
界
に
入
っ
た
約
一
マ
イ
ル
先
の
灯
浮
標
の
誤
認
が
起
こ

り
や
す
い
時
間
帯
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
…
。
…
加
え

て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
船
の
レ
ー
ダ
ー
に
映
る
鹿
ノ
瀬
灯
浮

標
と
本
船
と
の
位
置
関
係
は
、
一
見
す
る
と
、
Ｙ
１
が
右
転
を
予

定
し
て
い
た
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
と
本
船
と
の
位
置
関
係
に
酷
似

法
、
有
害
な
結
果
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、

そ
の
認
識
の
も
と
で
通
常
の
水
先
人
で
あ
れ
ば
行
う
は
ず
の
な
い

無
謀
な
行
為
を
し
た
よ
う
な
場
合
な
い
し
②
通
常
要
求
さ
れ
る
程

度
の
注
意
を
払
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
以
下
の
僅
か
な
注
意
を
払

う
こ
と
さ
え
怠
ら
な
け
れ
ば
、
た
や
す
く
違
法
か
つ
有
害
な
結
果

を
予
見
し
、
こ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
僅
か
な
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
た
め
、
上
記
違
法
、
有
害
な

結
果
を
予
見
し
、
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
を
い
う

も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

Ⅱ
　
Ｙ
１
の
重
過
失
に
つ
い
て

（
一
）「
本
件
免
責
条
項
は
、
船
長
又
は
船
舶
所
有
者
と
水
先
人
と

の
関
係
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
重
過
失
と
認
め
ら
れ
る

か
ど
う
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
単
に
、
水
先
人
の
過
失
の
軽
重

の
み
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
く
、
船
長
又
は
船

舶
所
有
者
側
に
水
先
人
の
水
先
業
務
の
遂
行
を
阻
害
す
る
よ
う
な

落
ち
度
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
慮
し
、

当
該
船
長
ら
の
落
ち
度
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
水
先
人
の
過
失
が

重
大
で
あ
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」

（
二
）「
Ｙ
１
が
、
こ
の
よ
う
な
錯
誤
か
ら
脱
す
る
に
は
、
①
Ｙ
１

が
実
際
に
視
認
し
た
灯
浮
標
の
色
、
形
、
灯
質
等
を
確
認
す
る
こ

）
五
一
一
（
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五
八

そ
し
て
、
…
水
先
人
乗
船
時
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
実
施
は
、
本
件
条
約
及

び
本
件
入
出
港
手
順
書
と
し
て
本
船
側
に
強
制
さ
れ
て
お
り
…
、

本
船
側
は
、
水
先
人
が
乗
船
し
て
嚮
導
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、

安
全
に
対
す
る
船
長
の
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
、

そ
し
て
、
当
直
職
員
は
、
水
先
人
の
嚮
導
中
に
船
長
が
船
橋
に
不

在
の
場
合
に
は
、
船
の
安
全
運
航
に
つ
い
て
の
責
任
を
自
身
が
負

い
、
水
先
人
の
と
る
対
応
や
意
図
に
疑
問
が
生
じ
た
場
合
に
は
水

先
人
に
説
明
を
求
め
、
そ
れ
で
も
疑
問
が
残
る
場
合
は
、
船
長
に

報
告
し
、
さ
ら
に
、
緊
急
的
な
対
応
が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、

自
ら
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
現
に
、
Ｙ
１
も
、
本
件
水

先
業
務
を
開
始
す
る
に
当
た
っ
て
、
Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
の
一
環
と
し
て
、

本
船
側
に
対
し
、
見
張
り
及
び
適
当
な
間
隔
で
の
船
位
測
定
、
海

図
へ
の
記
入
、
航
行
監
視
等
を
行
う
よ
う
、
要
請
し
て
い
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｄ
船
長
は
、
明
石
海
峡
大
橋

を
通
過
し
た
後
、
Ｙ
１
に
対
し
、
用
件
等
を
何
ら
告
げ
る
こ
と
な

く
船
橋
か
ら
姿
を
消
し
、
そ
の
後
い
っ
た
ん
は
戻
っ
た
も
の
の
、

結
局
本
件
座
礁
事
故
が
発
生
す
る
ま
で
の
間
、
Ｙ
１
と
操
船
に
つ

い
て
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
当
直
航
海
士

も
、
本
件
行
為
の
直
前
で
あ
る
午
後
七
時
三
〇
分
頃
、
本
船
の
位

置
を
海
図
に
記
入
し
て
い
た
際
、
本
船
の
位
置
が
『
鹿
ノ
瀬
の
南

し
て
い
た
。
な
お
、
目
視
に
よ
る
確
認
の
重
要
性
は
、
今
な
お
指

摘
さ
れ
て
い
る
…
も
の
の
、
近
年
は
、
レ
ー
ダ
ー
等
の
電
子
航
海

機
器
の
発
達
、
進
化
に
伴
い
、
電
子
航
海
計
器
に
よ
る
位
置
確
認

な
ど
が
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
…
。
そ
し
て
、
レ
ー
ダ
ー
の
誤
認
に
よ
る
船
位
不
確
認
を

引
き
起
こ
す
こ
と
も
、
必
ず
し
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
…
。
以

上
の
よ
う
な
状
況
は
、
水
先
人
に
と
っ
て
は
、
灯
浮
標
の
思
い
込

み
や
誤
認
が
起
こ
り
や
す
い
状
況
が
重
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
か
ら
、
Ｙ
１
が
、
い
か
に
、
専
門
資
格
を
有
す
る
水
先

人
で
あ
り
、
周
辺
海
域
等
を
熟
知
し
て
い
た
と
し
て
も
、
上
記
の

各
状
況
が
複
合
し
た
結
果
、
錯
覚
や
錯
誤
に
陥
り
、
灯
浮
標
の
思

い
込
み
や
誤
認
を
起
こ
す
こ
と
も
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
と

は
言
い
切
れ
な
い
。
そ
し
て
、
錯
誤
に
陥
っ
た
当
人
は
、
そ
の
こ

と
に
容
易
に
は
気
付
け
ず
、
外
部
か
ら
何
ら
の
指
摘
も
受
け
な
け

れ
ば
、
…
灯
浮
標
や
船
位
の
確
認
を
行
う
必
要
性
も
自
覚
で
き
な

い
ま
ま
、
結
果
と
し
て
錯
誤
が
見
過
ご
さ
れ
る
こ
と
も
、
あ
り
得

な
い
こ
と
で
は
な
い
…
。」

（
四
）「
Ｙ
１
の
過
失
の
程
度
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
船

に
お
け
る
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
実
際
の
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
に
つ
い
て
も
、
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

）
五
一
五
（
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五
九

し
な
が
ら
、
Ｙ
１
に
そ
の
旨
の
指
摘
を
し
た
り
、
Ｙ
１
に
操
船
の

意
図
を
確
認
す
る
行
動
を
取
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
こ
と
も
ま
た
、
本
件
水
先
業
務
の
遂
行
に
与
え
た
影
響
は
、
無

視
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
照
ら
せ
ば
、
一
方

に
お
い
て
は
、
本
船
側
の
落
ち
度
を
軽
視
す
る
こ
と
も
ま
た
、
相

当
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
以
上
を
総
合
勘
案
す
れ
ば
、

本
件
座
礁
事
故
は
、
Ｙ
１
の
過
失
行
為
（
本
件
行
為
）
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
本
船
側
に
も
、
Ｙ
１

の
本
件
水
先
業
務
の
遂
行
を
阻
害
す
る
に
足
る
相
応
の
落
ち
度
が

あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
本
船
側
の
落
ち
度
は
、
…
条
約
に
よ
る
国
際
的
な
法

的
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
上
、
こ
れ
が
果
た
さ
れ
て
い
れ

ば
、
本
件
座
礁
事
故
を
未
然
に
防
止
で
き
た
可
能
性
が
少
な
く
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
Ｙ
１
の
本
件
行
為
に

よ
る
過
失
を
、
…
重
過
失
、
す
な
わ
ち
、
水
先
人
と
し
て
通
常
要

求
さ
れ
る
以
下
の
僅
か
な
注
意
を
怠
っ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と

も
、
相
当
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

Ⅲ
　
Ｙ
２
の
不
法
行
為
・
使
用
者
責
任
・
債
務
不
履
行
責
任

（
一
）「〔
Ｙ
２
の
う
ち
水
先
人
会
〕
は
、
水
先
業
務
を
提
供
す
る

主
体
で
あ
る
水
先
人
個
人
の
業
務
が
、
膨
大
・
煩
雑
で
あ
り
、
か

西
沖
で
あ
り
、
も
う
少
し
で
北
西
側
に
位
置
す
る
浅
瀬
（
鹿
ノ

瀬
）
を
過
ぎ
る
と
こ
ろ
』
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
か
つ
、
そ
の

直
前
の
海
図
記
入
時
か
ら
時
間
が
経
過
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

Ｙ
１
の
右
転
指
示
に
対
し
、
少
し
不
安
を
感
じ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
Ｙ
１
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
報
告
し
た
り
、
あ

る
い
は
問
い
質
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
仮
に
、
こ
れ

ら
の
情
報
交
換
等
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
本
件
行
為

が
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
本
件
座
礁
事
故
も
未
然
に
防
止
で
き
た

可
能
性
は
少
な
く
な
い
。
…
他
方
、〔
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｗ
〕
条
約
に
よ
る

水
先
人
乗
船
時
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
実
施
は
、
船
長
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
水
先
人
を
船
長
の
助
言
者

あ
る
い
は
被
用
者
に
す
ぎ
な
い
と
解
し
た
と
し
て
も
…
、
Ｂ
Ｒ
Ｍ

が
船
側
と
水
先
人
と
の
間
の
情
報
交
換
に
よ
り
成
立
す
る
と
い
う

性
質
上
、
船
側
に
の
み
課
さ
れ
た
義
務
と
見
る
の
は
相
当
で
は
な

く
、
水
先
人
に
対
し
て
も
、
ブ
リ
ッ
ジ
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
、

そ
の
義
務
を
課
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
…
本
件
座

礁
事
故
の
場
合
、
Ｄ
船
長
が
離
橋
し
た
こ
と
は
と
も
か
く
、
少
な

く
と
も
当
直
航
海
士
が
抱
い
た
…
疑
念
は
、
正
に
、
本
件
座
礁
事

故
に
直
結
す
る
航
路
の
逸
脱
で
あ
っ
て
、
本
船
が
鹿
ノ
瀬
に
向

か
っ
て
い
る
（
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
が
あ
る
）
こ
と
を
認
識

）
五
一
五
（
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を
行
う
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
」。

（
三
）「〔
Ｙ
２
の
う
ち
連
合
会
〕
は
、
水
先
人
会
の
会
員
の
品
位

を
保
持
し
、
水
先
業
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
遂
行
に
資
す
る
た
め
、

水
先
人
会
及
び
そ
の
会
員
の
指
導
、
連
絡
及
び
監
督
に
関
す
る
事

務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
上
記

各
会
則
も
、
水
先
業
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
遂
行
を
確
保
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
水
先
人
が
締
結
し
た
個
々
の
水
先
契
約
の

相
手
方
（
船
舶
所
有
者
等
）
や
そ
の
他
の
第
三
者
の
法
的
利
益
の

保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
連
合
会

は
、『
特
段
の
事
情
』
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
個
々
の
水
先
契

約
の
相
手
方
（
船
舶
所
有
者
等
）
や
そ
の
他
の
第
三
者
と
の
関
係

で
、
水
先
人
に
対
し
て
必
要
か
つ
適
切
な
指
導
、
教
育
（
注
意
喚

起
）
を
行
う
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な

い
」。

（
四
）「
水
先
人
会
が
、
水
先
人
ら
が
定
め
た
会
則
に
基
づ
き
、

〔
水
先
人
会
が
設
置
す
る
合
同
事
務
所
を
経
由
し
て
水
先
契
約
の

締
結
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
水
先
人
会
が
、
水
先
人
の
指
導
、

連
絡
、
監
督
及
び
処
分
を
行
い
、
当
直
制
度
や
輪
番
制
を
整
備
す

る
こ
と
、
水
先
人
に
支
援
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
並
び
に
水
先
人

に
代
わ
っ
て
水
先
料
の
請
求
手
続
を
行
い
、
船
会
社
は
水
先
人
会

つ
公
益
性
の
高
い
性
質
を
有
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
事
務

的
・
物
理
的
な
側
面
か
ら
補
助
し
支
援
す
る
こ
と
を
事
業
の
目
的

と
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
…
水
先
人

会
が
本
件
水
先
契
約
の
実
質
的
な
主
体
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に

基
礎
付
け
る
に
足
り
る
も
の
で
は
な
く
…
、
水
先
人
会
は
、
あ
く

ま
で
水
先
人
か
ら
委
託
を
受
け
、
一
元
的
に
、
水
先
人
の
す
る
水

先
の
引
き
受
け
に
関
す
る
事
務
の
取
次
な
い
し
は
窓
口
業
務
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
水
先
人
を
実
質
的
に

指
導
・
監
督
す
る
た
め
の
組
織
で
は
な
い
上
、
他
に
、
Ｙ
１
と
の

間
に
実
質
的
な
指
揮
監
督
関
係
（
使
用
関
係
）
を
基
礎
付
け
る
特

段
の
事
情
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
」。

（
二
）「
水
先
人
会
の
行
う
水
先
人
に
対
す
る
指
導
、
監
督
等
は
、

あ
く
ま
で
水
先
業
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め

の
教
育
的
な
補
助
支
援
活
動
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
水
先
人

が
締
結
し
た
個
々
の
水
先
契
約
の
相
手
方
（
船
舶
所
有
者
等
）
や

そ
の
他
の
第
三
者
の
法
的
利
益
を
直
接
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
水
先
人
会
は
、
他
に

『
特
段
の
事
情
』
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
個
々
の
水
先
契
約
の

相
手
方
（
船
舶
所
有
者
等
）
や
そ
の
他
の
第
三
者
と
の
関
係
で
、

水
先
人
に
対
し
て
必
要
か
つ
適
切
な
指
導
、
教
育
（
注
意
喚
起
）

）
五
一
五
（
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六
一

下
級
審
裁
判
例
と
は
い
え
初
め
て
判
断
を
し
た
と
い
う
点
に
お
い

て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
本
件
で
は
後
述
す
る
よ
う

に
、
船
長
以
下
、
本
船
の
乗
組
員
と
水
先
人
と
の
関
係
に
関
す
る

ブ
リ
ッ
ジ
・
リ
ソ
ー
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｂ
Ｒ
Ｍ
）
及
び
ブ

リ
ッ
ジ
・
リ
ソ
ー
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
フ
ォ
ー
・
パ
イ
ロ
ッ
ト

（
Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
）
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
水
先
行

為
の
履
行
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
法
的
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら

れ
て
い
る
の
か
を
示
し
た
も
の
と
し
て
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。

二
　
水
先
人
と
水
先
契
約

水
先
人
と
は
、
一
定
の
水
先
区
に
つ
い
て
水
先
人
の
免
許
を
受

け
、
船
舶
に
乗
り
込
み
当
該
船
舶
を
導
く
（
嚮
導
す
る
）
者
と
さ

れ
て
い
る
（
水
先
法
二
条
一
項
、
二
項
）。
水
先
制
度
は
、
座
礁

や
衝
突
と
い
っ
た
海
上
危
険
を
防
止
し
、
船
舶
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
の
も
の
と
さ
れ
る
（
６
）
。
な
お
、
水
先
人
は
、
一
定
の
水
先
区

に
お
い
て
船
舶
に
乗
り
込
み
、
船
長
以
下
乗
組
員
に
対
し
て
特
定

の
水
域
に
つ
い
て
有
す
る
専
門
的
知
識
を
提
供
し
、
船
舶
を
嚮
導

す
る
が
、
特
定
の
水
先
区
で
継
続
的
に
職
務
を
し
、
特
定
の
水
先

区
に
附
着
し
、
も
っ
ぱ
ら
特
定
の
船
舶
で
継
続
的
に
労
務
に
服
す

に
水
先
料
と
旅
費
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
の
各
業
務
〕
を
行
っ
て

い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
水
先
契
約
の
主
体
が
、
個
々
の
水
先
人
で

は
な
く
、
水
先
人
会
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
」。

【
研
究
】

一
　
本
判
決
の
意
義

本
件
は
、
水
先
人
の
水
先
契
約
の
一
方
当
事
者
で
あ
る
船
舶
所

有
者
（
船
主
・
本
船
側
）
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
が
直
接
的
に

争
わ
れ
、
ま
た
水
先
約
款
の
免
責
条
項
の
解
釈
に
つ
い
て
判
断
さ

れ
た
、
お
そ
ら
く
日
本
で
初
め
て
の
裁
判
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

従
来
、
水
先
人
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
水
先
人
に
よ
る
嚮
導
に
よ

り
他
船
と
衝
突
し
た
場
合
に
、
当
該
他
船
の
船
舶
所
有
者
に
対
す

る
水
先
人
の
責
任
が
ど
う
な
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
判
例
（
３
）
及
び

学
説
上
（
４
）
争
わ
れ
て
い
た
が
、
本
件
は
、
水
先
契
約
当
事
者
間
に
お

け
る
損
害
賠
償
責
任
関
係
が
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
本
件
に
係

る
評
釈
を
除
き
、
判
例
及
び
学
説
上
、
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
事
例
と
思
わ
れ
る
（
５
）
。
そ
の
た
め
、
先
例
と
な
る
裁
判
例

も
学
説
に
お
け
る
議
論
も
ほ
と
ん
ど
な
い
重
要
な
論
点
に
つ
い
て

）
五
一
五
（
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六
二

た
の
は
、
当
該
水
先
約
款
二
一
条
の
「
①
船
長
又
は
船
舶
所
有
者

は
、
水
先
人
に
水
先
を
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
水
先
人
の
業
務

上
の
過
失
に
よ
り
、
当
該
船
舶
、
船
長
、
船
員
又
は
第
三
者
に
生

じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
水
先
人
の
責
任
を
問
わ
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
水
先
人
は
、
当
該
船
舶
に
関
し
て
支
払
わ
れ
る
べ

き
水
先
料
の
全
額
を
船
長
又
は
船
舶
所
有
者
に
請
求
し
な
い
も
の

と
す
る
。」「
③
前
二
項
は
、
水
先
人
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に

基
づ
く
責
任
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。」
と
い

う
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
水
先
契
約
に
基
づ
き
Ｙ
１
は

本
船
を
嚮
導
し
、
当
該
水
先
契
約
の
履
行
時
に
、
本
件
座
礁
事
故

を
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
、
Ｙ
１
に
本
件
水
先
契

約
の
履
行
に
お
い
て
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
本
船
に
損

害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
Ｙ
１
は
損
害
賠
償
責
任
を
免
除
さ

れ
得
な
い
が
、
他
方
で
、
そ
れ
に
当
た
ら
な
い
場
合
（
軽
過
失
の

場
合
）
に
は
Ｙ
１
は
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
件
に
お
い
て
は
、
Ｙ
１
が
本
件
座
礁
事
故
に
つ
い
て
水
先
約
款

の
免
責
条
項
に
い
う
「
故
意
又
は
重
大
な
過
失
」
が
あ
っ
た
か
否

か
と
い
う
こ
と
が
主
た
る
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下

で
は
、
ま
ず
、
本
件
水
先
行
為
に
お
い
て
、
Ｙ
１
に
重
過
失
が

あ
っ
た
と
す
る
原
審
判
決
と
重
過
失
ま
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
控

る
者
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
船
員
と
は
区
別
さ
れ
る
（
７
）
。
ま
た
、
水

先
制
度
に
お
い
て
は
、
水
先
区
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
港
ま
た
は

水
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
船
舶
を
運
航
す
る
と
き
は
、
一
定
の
場

合
を
除
き
、
水
先
人
を
乗
り
込
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
強
制
水

先
の
制
度
（
水
先
法
三
五
条
一
項
）
と
、
法
律
上
、
水
先
人
の
乗

り
組
み
が
強
制
さ
れ
ず
、
船
長
の
要
請
に
よ
り
な
さ
れ
る
任
意
水

先
の
制
度
が
あ
る
（
８
）
。
な
お
、
本
件
で
は
、
本
船
が
石
炭
二
万

四
二
〇
〇
ト
ン
を
積
載
し
、
中
華
人
民
共
和
国
バ
ン
タ
ン
港
を
出

港
し
、
兵
庫
県
の
姫
路
港
へ
向
か
っ
て
い
た
が
、
姫
路
港
入
港
時

に
水
先
人
を
乗
り
込
ま
せ
て
い
た
。
こ
れ
は
明
石
海
峡
航
路
等
の

一
部
の
水
域
が
強
制
水
先
区
に
な
っ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
水
先

人
に
よ
る
嚮
導
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
強
制
水
先
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
強
制
水
先
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
水
先
契
約
の
締
結

が
前
提
と
さ
れ
る
点
で
、
強
制
水
先
人
も
任
意
水
先
人
も
異
な
る

と
こ
ろ
は
な
い
。

水
先
契
約
は
、
当
事
者
の
一
方
た
る
水
先
人
が
水
先
役
務
を
提

供
す
る
こ
と
を
約
し
、
相
手
方
た
る
船
主
が
そ
の
対
価
と
し
て
水

先
料
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
、
諾
成
・
双
務
・
有
償
の
契
約
で

あ
る
（
９
）
。
そ
し
て
、
水
先
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
水

先
約
款
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
件
で
問
題
と
な
っ

）
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水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

六
三

ソ
ー
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｂ
Ｒ
Ｍ
）
の
位
置
づ
け
や
結
論
に
も

影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
一
）
原
審
判
決
の
場
合

原
審
判
決
で
は
、
水
先
人
の
過
失
の
対
象
に
つ
い
て
、「
水
先

人
と
し
て
通
常
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
意
を
払
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
以
下
の
僅
か
な
注
意
を
払
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
…
『
鹿
ノ
瀬

西
方
灯
浮
標
』
で
は
な
い
こ
と
を
容
易
に
認
識
し
、
本
件
座
礁
事

故
の
発
生
を
未
然
に
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
」、「
漫
然
と
鹿
ノ
瀬

の
浅
瀬
に
向
け
航
行
を
続
け
、
本
件
座
礁
事
故
を
招
い
た
」
と
し
、

「
Ｙ
１
の
行
為
に
お
け
る
Ｙ
１
の
注
意
義
務
違
反
の
程
度
は
、
他

に
『
特
段
の
事
情
』
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
故
意
と
同
視
し
得

る
ほ
ど
重
大
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
鹿
ノ
瀬
灯
浮
標

を
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
と
誤
認
し
て
、
右
転
す
る
よ
う
指
示
し
た

行
為
を
（
重
）
過
失
に
よ
る
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
水
先
人
の
（
重
）
過
失
の
対
象
を
、
右
転

す
る
よ
う
指
示
し
た
点
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
を
前
提
と
す
る
と
、
本
船
側
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
は
、
当
該
（
重
）

過
失
の
対
象
で
あ
る
水
先
人
に
よ
る
右
転
指
示
よ
り
も
時
間
的
に

後
ろ
側
に
く
る
こ
と
と
な
り
、
水
先
人
の
（
重
）
過
失
判
断
と
は

訴
審
判
決
を
比
較
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
件
に
お
い
て
追
及
さ
れ
て
い
る
Ｙ
１
の
責
任
が

本
件
水
先
契
約
の
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
Ｙ

１
の
（
重
）
過
失
に
基
づ
く
不
法
行
為
責
任
で
あ
る
の
か
は
判
然

と
し
な
い
（
10
）
。
も
っ
と
も
、
水
先
行
為
の
履
行
債
務
を
手
段
債
務
と

し
て
位
置
づ
け
る
と
す
る
な
ら
ば
（
11
）
、
債
権
者
側
で
あ
る
本
船
側

（
Ｘ
）
が
Ｙ
１
の
履
行
の
不
完
全
を
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
と
な

り
、
こ
の
こ
と
は
不
法
行
為
と
構
成
と
し
た
場
合
の
水
先
人
の

「
過
失
」
を
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
と
大
差
な
い
（
12
）
。
結
局
、
問
題

は
、
本
件
水
先
契
約
の
履
行
に
お
い
て
、
水
先
人
Ｙ
１
に
つ
い
て

過
失
が
あ
っ
た
か
否
か
、
さ
ら
に
、
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
過
失

は
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。

三 

　（
重
）
過
失
の
対
象
―
原
審
判
決
と
控
訴
審

判
決
の
違
い

本
件
に
お
け
る
水
先
人
の
過
失
の
具
体
的
な
内
容
を
考
察
す
る

に
当
た
っ
て
、
ま
ず
は
過
失
の
対
象
が
何
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
て
お
き
た
い
。
本
件
で
は
、
過
失
の
対
象
が
原
審
判
決
と
控
訴

審
判
決
と
で
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
、
ブ
リ
ッ
ジ
・
リ

）
五
一
五
（
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四

転
さ
せ
る
た
め
、
当
直
操
舵
手
に
二
五
五
度
を
指
示
し
、
そ
の
後

も
徐
々
に
右
に
変
針
す
る
よ
う
指
示
し
て
、
最
終
的
に
三
二
〇
度

に
定
め
た
上
、
上
記
誤
認
に
気
付
か
な
い
ま
ま
航
行
を
継
続
し
た

た
め
、
…
本
件
座
礁
事
故
を
発
生
さ
せ
た
」
と
し
、「
本
件
行
為

の
う
ち
、
…
本
船
の
右
転
を
開
始
し
た
こ
と
自
体
は
、
本
件
座
礁

事
故
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

第
一
審
判
決
と
異
な
り
、（
重
）
過
失
に
つ
い
て
、
右
転
指
示
だ

け
で
は
な
く
、
座
礁
事
故
に
至
る
ま
で
の
水
先
行
為
全
体
を
対
象

と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
実
際
、
重
過
失
の
存
否

に
つ
い
て
も
「
水
先
人
の
過
失
の
軽
重
の
み
に
よ
っ
て
判
断
す
る

こ
と
は
相
当
で
は
な
く
、
船
長
又
は
船
舶
所
有
者
側
に
水
先
人
の

水
先
業
務
の
遂
行
を
阻
害
す
る
よ
う
な
落
ち
度
が
認
め
ら
れ
る
場

合
に
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
慮
し
、
当
該
船
長
ら
の
落
ち
度
を

考
慮
し
て
も
な
お
、
水
先
人
の
過
失
が
重
大
で
あ
る
と
い
え
る
か

ど
う
か
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
」
と
し
た
う
え
で
、
確
か
に
、「〔
本

件
Ｙ
１
の
右
転
指
示
に
つ
い
て
、
種
々
の
〕
措
置
す
ら
と
る
こ
と

も
な
く
航
行
を
続
け
た
と
い
う
Ｙ
１
の
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て

は
、
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
余
地
も
な
い
で
は
な
い
」
と

し
つ
つ
も
、
本
件
の
事
実
関
係
を
下
に
「
Ｙ
１
の
過
失
の
程
度
を

評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
船
に
お
け
る
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
実
際
の
状

別
次
元
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
原
審
判

決
は
「
Ｂ
Ｒ
Ｍ
と
い
う
手
法
が
十
分
に
励
行
さ
れ
ず
、
本
船
の
船

長
ら
と
の
間
で
有
効
な
情
報
交
換
や
そ
の
提
供
が
行
わ
な
か
っ
た

こ
と
そ
れ
自
体
は
…
損
害
額
の
認
定
に
当
た
っ
て
損
害
の
公
平
な

分
担
と
い
う
見
地
か
ら
過
失
相
殺
の
一
事
情
と
し
て
斟
酌
さ
れ

る
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
水
先
人
の
（
重
）
過
失
と
は
別
に
、

Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
不
励
行
を
本
船
側
で
あ
る
債
権
者
側
の
過
失
を
水
先
人

の
債
務
者
側
の
過
失
判
断
と
は
一
応
区
別
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
、
重
過
失
の
有
無
を
考
え

る
中
で
「
特
段
の
事
情
」
と
し
て
本
船
側
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
不
励
行
に

つ
い
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
控
訴
審
判
決
の
場

合
と
で
結
論
と
し
て
大
き
な
差
は
な
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
原
審
判
決
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
「
特
段
の
事

情
」
が
債
務
者
の
過
失
と
の
関
係
で
、
ど
の
よ
う
な
法
的
位
置
づ

け
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
、
や
や
不
明
瞭
な
内
容
に
な
っ
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
控
訴
審
判
決
の
場
合

他
方
で
、
控
訴
審
判
決
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
で
あ
る
と
思
い
込
み
、
本
船
を
右

）
五
一
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

六
五

の
目
的
、
契
約
の
締
結
に
至
る
経
緯
等
の
債
務
の
発
生
原
因
と

な
っ
た
契
約
に
関
す
る
諸
事
情
を
考
慮
し
、
併
せ
て
取
引
に
関
し

て
形
成
さ
れ
た
社
会
通
念
も
勘
案
し
て
判
断
さ
れ
て
き
た
（
13
）
。

さ
ら
に
、
従
来
、
民
法
学
説
に
お
い
て
は
、
債
務
不
履
行
に
つ

い
て
債
権
者
に
圧
倒
的
な
帰
責
性
が
あ
る
場
合
、
債
務
者
の
債
務

不
履
行
責
任
が
免
責
さ
れ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
14
）
。
つ
ま

り
、
債
務
者
に
過
失
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
単
に
債
務
者

の
行
為
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
債
権
者
の
行
為
に
も
着
目

し
、
債
務
者
の
過
失
の
判
断
要
素
に
含
ま
れ
得
る
こ
と
を
示
唆
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
水
先
人
（
債
務
者
）
の
過
失
を

検
討
す
る
上
で
は
、
本
船
側
（
債
権
者
）
の
過
失
を
取
り
込
む
こ

と
そ
れ
自
体
は
不
当
な
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

問
題
は
、
水
先
契
約
の
内
容
そ
れ
自
体
や
本
船
側
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
励

行
が
、
ど
の
よ
う
に
本
件
水
先
契
約
の
内
容
に
取
り
込
ま
れ
て
い

る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
点
を
水
先
人
の
過
失
を
考
え
る
う
え
で

考
慮
要
素
と
し
て
取
り
込
ん
で
も
良
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
水
先
契
約
の
内
容
と
Ｂ
Ｒ
Ｍ

前
述
し
た
よ
う
に
、
水
先
契
約
と
は
、
水
先
人
が
水
先
役
務
を

提
供
す
る
こ
と
を
約
し
、
船
主
が
そ
の
対
価
と
し
て
水
先
料
を
支

況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
原
審
判
決
の
（
重
）
過
失
の
対
象
は
、
あ
く
ま

で
本
件
座
礁
事
故
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
右
転
指
示
と
し
て
い
る

一
方
、
控
訴
審
判
決
は
、
本
件
座
礁
事
故
に
至
る
ま
で
の
水
先
行

為
全
体
と
し
て
い
る
点
で
異
な
る
。
そ
し
て
、
も
し
、
控
訴
審
判

決
の
よ
う
に
（
重
）
過
失
の
対
象
を
設
定
し
た
場
合
、
本
船
側
の

Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
不
励
行
は
、
水
先
人
の
過
失
の
考
慮
要
素
の
中
に
取
り

込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
過
失
相
殺
と
い
う
過
失
判
断
の
外
側
の

要
素
で
は
な
く
、
水
先
人
の
過
失
の
要
素
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

四
　
水
先
人
Ｙ
１
の
過
失

（
一
）
債
務
不
履
行
に
お
け
る
債
務
者
の
過
失

そ
こ
で
、
上
記
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
水
先
人
の
過
失
の
判
断

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
従
来
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
、
民
法

四
一
五
条
の
過
失
（
帰
責
事
由
）
の
有
無
は
、
問
題
と
な
っ
た
債

務
に
係
る
給
付
の
内
容
や
不
履
行
の
態
様
か
ら
一
律
に
定
め
る
の

で
は
な
く
、
個
々
の
取
引
関
係
に
即
し
て
、
契
約
の
性
質
、
契
約

）
五
一
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

六
六

船
舶
の
航
法
に
つ
い
て
、
専
門
的
指
導
を
な
す
、
船
長
の
相
談
役

で
あ
り
、
そ
の
指
揮
権
は
依
然
と
し
て
船
長
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

と
さ
れ
て
い
る
（
15
）
。
実
際
、
水
先
約
款
で
も
、
そ
の
二
条
で
「
水
先

人
は
、
船
舶
交
通
の
安
全
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
船
舶
の
運
航
能
率

の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
船
長
に
助
言
す
る
者
と
し
て
の
資
格
に

お
い
て
、
水
先
業
務
に
誠
実
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
り
、
安
全
運

航
に
対
す
る
船
長
の
権
限
及
び
そ
の
責
任
は
、
水
先
人
の
乗
船
に

よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
し
て
、
船
舶
の
指
揮

者
で
は
な
く
船
長
の
助
言
者
た
る
地
位
で
あ
る
と
さ
れ
、
一
二
条

で
は
「
①
船
長
は
、
水
先
人
の
操
船
上
の
助
言
が
確
実
か
つ
迅
速

に
実
行
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
常
に
監
督
す
る
も
の
と
す
る
。
②

船
長
は
、
見
張
り
を
厳
重
に
行
い
、
港
内
又
は
特
殊
な
水
域
航
行

中
は
適
当
な
場
所
に
見
張
員
を
配
置
し
（
レ
ー
ダ
ー
を
装
備
す
る

船
舶
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
活
用
す
る
。）、
異
常
を
認
め
た
と
き

は
速
や
か
に
水
先
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
③
船
長
は
、
常

に
機
関
及
び
錨
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

④
船
長
は
、
水
先
人
が
業
務
を
安
全
に
遂
行
す
る
た
め
、
引
船
の

使
用
そ
の
他
に
つ
い
て
水
先
人
の
要
求
に
対
し
て
協
力
す
る
も
の

と
す
る
。」
と
し
て
お
り
、
船
長
に
よ
る
水
先
行
為
へ
の
協
力
義

務
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
本
判
決
で
も
指
摘
さ
れ

払
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
水
先

行
為
の
内
容
は
、
水
先
法
や
水
先
約
款
に
お
い
て
規
律
さ
れ
て
い

る
。本

件
は
、
ま
さ
に
水
先
行
為
に
お
け
る
過
失
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
が
、
当
該
過
失
を
考
え
る
う
え
で
は
、
水
先
行
為
は
水
先
人

に
よ
る
嚮
導
と
船
長
等
の
本
船
側
の
乗
組
員
と
の
関
係
が
重
要
と

な
る
。
こ
の
点
、
水
先
法
に
よ
れ
ば
、
そ
の
四
一
条
で
「
①
船
長

は
、
水
先
人
が
船
舶
に
赴
い
た
と
き
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
場

合
の
ほ
か
、
水
先
人
に
水
先
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
前

項
の
規
定
は
、
水
先
人
に
水
先
を
さ
せ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

船
舶
の
安
全
な
運
航
を
期
す
る
た
め
の
船
長
の
責
任
を
解
除
し
、

又
は
そ
の
権
限
を
侵
す
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
定

め
、
さ
ら
に
、
四
三
条
で
「
水
先
人
は
、
船
舶
に
赴
い
た
場
合
に

お
い
て
水
先
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合

の
ほ
か
、
そ
の
求
め
に
応
じ
、
か
つ
、
誠
実
に
水
先
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
水
先
法
に
お
い
て

は
、
水
先
人
が
船
舶
に
乗
り
込
み
、
水
先
行
為
を
行
う
場
合
で

あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
船
舶
の
安
全
な
運
航
を
期
す
る
た
め
に
は
、

結
局
、
被
嚮
導
船
舶
の
船
長
が
最
終
的
な
運
航
責
任
者
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
、
学
説
に
お
い
て
も
、

）
五
五
〇
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

六
七

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

一
九
七
四
年
の
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約

（International C
onvention for the S

afety of L
ife at S

ea, 
1974: 

Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
条
約
）
附
属
書
　
第
Ⅸ
章
　
船
舶
の
安
全
運

航
の
管
理
に
お
い
て
、
国
際
安
全
管
理
（
Ｉ
Ｓ
Ｍ
）
コ
ー
ド
を
強

制
的
な
も
の
と
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
Ｉ
Ｓ
Ｍ
コ
ー
ド

に
お
い
て
は
、
安
全
管
理
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｍ
Ｓ
）
を
作
成
し
、
こ

れ
を
規
定
し
、
実
施
す
る
た
め
の
安
全
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
船
内

へ
の
備
置
が
義
務
付
け
ら
れ
、
乗
組
員
に
遵
守
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
、
水
先
人
乗
船
時
に
つ
い
て
、

自
船
情
報
の
提
供
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
業
務
と
同
人
意
図
の
把
握
と
打

合
せ
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
監
視
、
航
海
上
の
危
険
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の

意
図
等
、
継
続
的
な
情
報
交
換
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｗ
条
約
、
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
条
約
や
Ｉ
Ｓ
Ｍ
コ
ー
ド
で
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
水
先
人
が
乗
船
し
た
場
合
に
は
、
船
側
と

水
先
人
と
が
必
要
な
情
報
提
供
を
行
い
、
そ
の
た
め
の
協
力
、
意

思
疎
通
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
。
そ
し

て
、
本
判
決
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
水
先
人
と
船
側

と
の
協
力
や
意
思
疎
通
は
ブ
リ
ッ
ジ
・
リ
ソ
ー
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
・
フ
ォ
ー
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
（
Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

て
い
る
よ
う
に
、
一
九
七
八
年
の
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明

並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
（International 

C
onvention on S

tandards of T
raining, C

ertification and 
W

atchkeeping for S
eafarers, 1978: 

Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｗ
条
約
）
の
船

員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
コ
ー
ド
、
コ
ー
ド

Ａ
部
、
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｗ
条
約
の
付
属
書
の
規
定
に
関
す
る
強
制
基
準
、

第
八
章
　
当
直
に
関
す
る
基
準
、
四
九
に
お
い
て
も
水
先
人
が
乗

船
し
て
い
る
場
合
の
航
行
に
つ
い
て
「
船
舶
の
安
全
に
つ
い
て
の

船
長
及
び
航
海
当
直
を
担
当
す
る
職
員
の
任
務
及
び
義
務
は
、
水

先
人
の
任
務
及
び
義
務
に
関
わ
ら
ず
、
水
先
人
が
乗
船
し
て
い
る

こ
と
に
よ
り
解
除
さ
れ
な
い
。
船
長
及
び
水
先
人
は
、
航
行
の
手

順
、
現
地
の
事
情
及
び
船
舶
の
特
性
に
関
す
る
情
報
を
相
互
に
交

換
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
船
長
及
び
／
又
は
航
海
当
直
を

担
当
す
る
職
員
は
、
水
先
人
と
密
接
に
協
力
し
、
か
つ
、
船
位
及

び
動
向
を
常
に
正
確
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、

同
じ
く
五
〇
に
お
い
て
も
「
航
海
当
直
を
担
当
す
る
職
員
は
、
水

先
人
の
行
動
又
は
意
図
に
つ
い
て
何
ら
か
の
疑
問
が
あ
る
場
合
に

は
、
水
先
人
に
説
明
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
質
問
が
残
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
船
長
に
通
報
す
る
と

と
も
に
、
船
長
が
来
る
前
に
、
必
要
と
考
え
ら
れ
る
す
べ
て
の

）
五
五
一
（
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六
八

Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
に
お
い
て
は
船
側
と
水
先
人
と
の
間
の
情
報
交
換
、
意

思
疎
通
や
協
力
行
為
が
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
各
種
条
約

に
お
い
て
法
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

換
言
す
れ
ば
、
水
先
契
約
は
、
水
先
人
の
行
為
の
み
な
ら
ず
、
本

船
側
の
協
力
動
作
等
に
つ
い
て
も
重
視
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
契
約
類

型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
る
と
、
水
先
契
約
の
履
行
に
当
た
っ
て
は
、

第
一
に
、
水
先
人
が
乗
船
し
、
船
舶
を
嚮
導
し
て
い
た
と
し
て
も
、

あ
く
ま
で
水
先
人
は
船
長
の
助
言
者
に
過
ぎ
ず
、
依
然
と
し
て
船

長
が
そ
の
運
航
の
責
任
者
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、（
各

種
条
約
等
に
お
い
て
強
制
さ
れ
て
い
る
）
Ｂ
Ｒ
Ｍ
や
Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
と

い
っ
た
考
え
方
か
ら
、
水
先
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
水
先
人
の
行

為
だ
け
で
は
な
く
、
船
長
等
の
本
船
側
の
協
力
等
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
た
り
、
水
先
人
が
ミ
ス
等
を
行
う
よ
う
な
場
合
を
想
定
し

て
、
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
少

な
く
と
も
、
本
件
水
先
契
約
に
お
い
て
も
、
上
記
の
よ
う
な
本
船

側
の
事
情
も
ま
た
水
先
契
約
の
履
行
に
当
た
っ
て
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
お
り
、
水
先
人
の
過
失
に
よ
る
債
務
不
履
行
の
有
無
を
考

え
る
う
え
で
は
、
当
該
過
失
判
断
の
考
慮
要
素
に
取
り
込
ま
れ
る

べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
端
的
に
い
え
ば
、
本
船
側
の
協

こ
れ
は
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
一
つ
で
、
水
先
人
が
乗
船
し
て
い
る
場
合
の
も

の
で
あ
る
。
本
判
決
で
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
Ｂ
Ｒ
Ｍ
と
は
、
も

と
も
と
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
る
海
難
事
故
防
止
を
目

的
と
し
て
ブ
リ
ッ
ジ
（
船
橋
）
で
利
用
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
資
源
を

有
効
に
活
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ブ
リ
ッ
ジ
に
い
る
乗
組
員
等
同

士
、
互
い
に
う
ま
く
連
携
機
能
さ
せ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
フ
ァ
ク

タ
ー
に
よ
る
海
難
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
と
さ
れ
て
い

る
（
16
）
。
そ
し
て
、
水
先
人
が
乗
船
し
て
き
た
場
合
に
は
、
水
先
人
も

ブ
リ
ッ
ジ
の
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
位
置
づ
け
、「
パ
イ
ロ
ッ
ト

と
の
融
和
」
を
図
る
よ
う
に
す
る
も
の
が
、
Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
で
あ
る
（
17
）
。

Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
に
お
い
て
は
、「
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
行
動
に
疑
問
を
呈
す

る
の
は
非
礼
に
値
し
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
我
々
は
〔
船

側
は
〕
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
専
門
的
知
識
に
代
価
を
支
払
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
り
、
専
門
的
知
識
を
期
待
す
る
確
た
る
理
由
が
あ
る
。
し

か
し
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
操
舵
室
に
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
周
囲

で
発
生
し
て
い
る
出
来
事
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
義
務
を
失
う
も

の
で
は
な
い
。
理
に
適
っ
た
疑
問
を
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
問
い
か
け
る

当
直
オ
フ
ィ
サ
ー
や
船
長
は
良
好
な
作
業
関
係
と
、
一
段
と
快
適

で
効
率
的
な
運
航
を
生
み
出
す
航
海
へ
の
関
心
を
は
っ
き
り
と
パ

イ
ロ
ッ
ト
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。」
（
18
）
と
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、

）
五
五
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

六
九

五
　
水
先
人
の
重
過
失
と
そ
の
判
断

（
一
）
水
先
人
の
重
過
失

四
ま
で
で
述
べ
た
よ
う
に
、
水
先
人
の
過
失
の
判
断
に
つ
い
て

は
、
本
船
側
の
事
情
も
加
味
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
し
た
う

え
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
で
争
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
水

先
人
の
重
過
失
で
あ
る
。
本
判
決
で
も
争
点
と
な
っ
て
い
る
よ
う

に
、
水
先
約
款
で
は
水
先
人
に
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ

い
て
は
免
責
と
さ
れ
て
い
る
一
方
、
故
意
又
は
重
過
失
に
よ
っ
て

生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
免
責
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
本
件
に
お
い
て
、
水
先
人
に
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

軽
過
失
で
あ
る
場
合
に
は
免
責
さ
れ
る
一
方
、
重
過
失
で
あ
る
場

合
に
は
免
責
さ
れ
ず
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。

こ
の
点
、
原
審
判
決
で
は
、
一
般
論
と
し
て
「『
重
過
失
』
と

は
、
注
意
義
務
違
反
の
程
度
が
故
意
と
同
視
し
得
る
ほ
ど
顕
著
で
、

こ
の
免
責
規
定
に
よ
り
水
先
人
を
保
護
す
る
必
要
性
を
欠
く
場
合
、

す
な
わ
ち
水
先
人
が
通
常
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
意
を
払
う
ま
で

も
な
く
、
そ
れ
以
下
の
僅
か
な
注
意
を
払
う
こ
と
を
怠
ら
な
け
れ

ば
、
容
易
く
違
法
か
つ
有
害
な
結
果
を
予
見
し
、
こ
れ
を
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
僅
か
な
注
意
を
払
わ

力
行
為
等
が
水
先
契
約
の
中
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
単
に
、
水
先
人
が
ミ
ス
を
し
た
の
み
で
過
失
が
あ
る

と
即
断
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
本
船
側
が
ど
の

よ
う
な
行
為
を
し
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
も
判
断
要
素
と
し
て
組

み
込
ま
れ
る
べ
き
こ
と
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

本
件
水
先
契
約
の
内
容
に
は
、
本
船
側
の
行
為
も
取
り
込
ま
れ
て

お
り
、
そ
の
こ
と
を
水
先
人
の
過
失
判
断
の
一
事
情
と
し
て
扱
う

べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
に
お
い
て
原
審
判
決
と
控
訴

審
判
決
と
で
異
な
っ
て
い
る
（
重
）
過
失
の
対
象
に
つ
い
て
、
本

件
座
礁
事
故
に
至
る
ま
で
の
水
先
行
為
全
体
と
し
た
控
訴
審
判
決

の
方
が
、
水
先
法
、
国
際
条
約
及
び
水
先
契
約
の
内
容
等
を
踏
ま

え
た
適
切
な
判
断
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
小
括

し
た
が
っ
て
、
確
か
に
、
本
件
に
お
い
て
、
水
先
人
は
不
適
切

な
右
転
指
示
を
出
し
た
点
に
つ
い
て
過
失
は
あ
る
も
の
の
、
水
先

契
約
の
債
務
不
履
行
の
成
立
要
件
を
考
慮
す
る
中
で
は
、
水
先
人

の
行
為
の
み
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
本
船
側
の
行
為
に
つ
い

て
も
考
慮
要
素
に
い
れ
て
、
水
先
人
の
過
失
を
判
断
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
し
、
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

）
五
五
五
（
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七
〇

は
、（
重
）
過
失
の
対
象
を
、
控
訴
審
判
決
は
本
件
座
礁
事
故
に

至
る
経
緯
全
体
か
ら
見
た
水
先
人
の
行
為
と
し
て
い
る
点
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

重
過
失
に
つ
い
て
、
失
火
責
任
法
に
お
け
る
重
過
失
が
問
題
と

な
っ
た
事
例
な
ど
に
お
い
て
は
、「
通
常
人
に
要
求
さ
れ
る
程
度

の
相
当
な
注
意
を
し
な
い
で
も
、
わ
ず
か
の
注
意
さ
え
す
れ
ば
、

た
や
す
く
違
法
有
害
な
結
果
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
で

あ
る
の
に
、
漫
然
こ
れ
を
見
す
ご
し
た
よ
う
な
、
ほ
と
ん
ど
故
意

に
近
い
著
し
い
注
意
欠
如
の
状
態
を
指
す
も
の
と
解
す
る
」
（
19
）
と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
重
過
失
の
意
義
に
つ
い
て
、
私
法

上
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
用
い
ら
れ
、
同
一
の
意
味
内
容
と
し
て

把
握
す
る
こ
と
は
必
然
で
は
な
く
、
相
対
的
な
概
念
で
あ
り
、
重

過
失
を
要
件
と
す
る
各
条
文
の
趣
旨
に
鑑
み
て
（
20
）
、
例
え
ば
、
そ
の

趣
旨
に
即
し
て
、
著
し
い
義
務
違
反
と
考
え
た
り
、
故
意
だ
け
を

問
題
と
し
つ
つ
、
故
意
の
立
証
の
緩
和
と
い
う
観
点
か
ら
重
過
失

を
要
件
と
し
て
い
る
と
き
に
は
、
わ
ず
か
な
注
意
さ
え
す
れ
ば
、

た
や
す
く
予
見
で
き
た
こ
と
を
重
過
失
と
し
た
り
し
て
い
る
と

い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
（
21
）
。
こ
の
点
、
従
来
の
裁
判
例
で

は
、
重
過
失
の
意
味
合
い
は
、
行
為
者
の
負
っ
て
い
る
注
意
義
務

の
程
度
を
考
慮
に
入
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
と
さ

な
か
っ
た
た
め
、
上
記
違
法
、
有
害
な
結
果
を
予
見
し
、
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
右
転
の
指
示
に
つ
い
て
重
過
失
が
あ
っ
た
か

否
か
を
判
断
し
て
い
る
。
他
方
で
、
控
訴
審
判
決
は
、「
水
先
人

の
注
意
義
務
違
反
の
程
度
が
故
意
と
同
視
し
得
る
ほ
ど
顕
著
で
あ

り
、〔
水
先
人
の
保
護
と
い
う
〕
…
本
件
免
責
条
項
の
趣
旨
、
目

的
に
照
ら
し
て
も
、
水
先
人
を
保
護
す
る
必
要
性
を
欠
く
場
合
、

す
な
わ
ち
、
①
水
先
人
が
、
違
法
、
有
害
な
結
果
発
生
の
お
そ
れ

の
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
そ
の
認
識
の
も
と
で
通
常
の
水

先
人
で
あ
れ
ば
行
う
は
ず
の
な
い
無
謀
な
行
為
を
し
た
よ
う
な
場

合
な
い
し
は
②
通
常
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
意
を
払
う
ま
で
も
な

く
、
そ
れ
以
下
の
僅
か
な
注
意
を
払
う
こ
と
さ
え
怠
ら
な
け
れ
ば
、

た
や
す
く
違
法
か
つ
有
害
な
結
果
を
予
見
し
、
こ
れ
を
回
避
す
る

こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
僅
か
な
注
意
を
払
わ
な

か
っ
た
た
め
、
上
記
違
法
、
有
害
な
結
果
を
予
見
し
、
回
避
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
」
と
述
べ
て
い
る
。
第
一
審
判
決
と

控
訴
審
判
決
と
を
読
み
比
べ
る
と
、
控
訴
審
判
決
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
認
識
あ
る
無
謀
行
為
（
国
際
海
上
物
品
運
送
法
一
〇
条

参
照
）
に
つ
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
重
過
失
の
判
断
そ
れ
自

体
に
大
差
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
結
論
を
分
け
た
の

）
五
五
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

七
一

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
水
先
人
は
本
件
免
責
規
定
の
制
定

経
緯
や
趣
旨
、
す
な
わ
ち
、「
水
先
業
務
に
よ
り
事
故
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
損
害
が
そ
の
負
担
能
力
を
は
る
か
に
超
え
て
甚
大

に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
保
険
等
に
よ
り
適
切
に
補
て
ん
す

る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
水
先
人
を
保
護
す
べ
く
、
そ

の
責
任
を
一
定
の
場
合
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
」（
控
訴
審
判
決
）

と
い
う
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
（
26
）
、
行
為
者
の
属
性
か
ら
、
高
度
な
注
意

義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
水
先
人
の
保

護
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
逆
に
責
任
を
軽
減
す
る
方
向
に
解
釈
す

る
と
い
う
こ
と
（
本
判
決
の
文
言
に
即
し
て
い
え
ば
、「
水
先
人

の
注
意
義
務
違
反
の
程
度
に
故
意
と
同
視
し
得
る
ほ
ど
顕
著
」
で

あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
）
は
不
当
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な

い
（
27
）
。
さ
ら
に
、
控
訴
審
判
決
で
は
、
重
過
失
の
対
象
を
本
件
座
礁

事
故
に
至
る
ま
で
の
水
先
行
為
全
体
に
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
本
船
側
の
過
失
が
そ
の
水
先
人
の
過
失
判
断
に
組
み
込
ま

れ
、
重
過
失
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
結
論

水
先
人
の
過
失
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
、
予
定
と
は
異

れ
る
（
22
）
。
そ
れ
で
は
、
水
先
人
の
重
過
失
と
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
本
件
免
責
規
定
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
従
来
、
行
為
者
に
着
目
し
た
判
断
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
と

い
う
（
23
）
。
例
え
ば
、
取
締
役
の
責
任
や
専
門
家
の
責
任
等
の
よ
う
な

場
合
で
あ
る
。
水
先
人
の
場
合
、
船
舶
嚮
導
の
専
門
家
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
従
来
の
判
断
に
従
え
ば
、
行
為
者
の
負
っ
て
い
る
注
意

義
務
の
程
度
は
高
く
な
り
、
そ
れ
と
の
乖
離
の
大
き
さ
が
重
過
失

判
断
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
あ
っ
た
（
24
）
。
す
な
わ

ち
、
行
為
者
の
専
門
性
や
特
殊
技
能
等
を
考
慮
し
て
一
般
人
よ
り

も
、
注
意
義
務
そ
れ
自
体
の
水
準
が
高
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場

合
に
お
い
て
、
行
為
者
が
そ
の
高
め
ら
れ
た
標
準
的
行
為
を
行
わ

な
か
っ
た
と
き
に
重
過
失
と
判
断
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
（
25
）
。
し
た

が
っ
て
、
水
先
人
が
専
門
家
と
し
て
、
水
先
行
為
を
受
託
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
水
先
人
が
通
常
に
従
っ
て
い
る
（
高

度
化
さ
れ
た
）
注
意
義
務
の
基
準
を
も
と
に
、
そ
れ
と
の
乖
離
が

問
題
と
さ
れ
、
重
過
失
を
単
に
故
意
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
捉
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
、
も
し
、
重
過
失
の
対
象
を
第
一
審
判
決
の
よ
う
に
、
右
転
指

示
に
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
水
先
人
に
重
過
失
が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
可
能
性
は
充
分
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

）
五
五
五
（
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七
二

ま
ず
、
水
先
人
会
の
責
任
に
つ
い
て
で
あ
る
。
水
先
人
会
の
責

任
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
本
件
水
先
契
約
は
水
先
人
会
と
締
結

し
た
も
の
と
し
た
う
え
で
、
債
務
不
履
行
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に

第
二
に
、
水
先
人
の
不
法
行
為
に
よ
る
使
用
者
責
任
（
民
法

七
一
五
条
一
項
）
が
認
め
ら
れ
る
と
、
主
張
さ
れ
て
い
る
。
水
先

人
会
と
は
、
水
先
人
が
会
員
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
る
法
人
で
あ
り

（
水
先
法
四
八
条
三
項
）、
そ
の
目
的
は
、
会
員
の
品
位
を
保
持
し
、

水
先
業
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
遂
行
に
資
す
る
た
め
、
合
同
事
務

所
（
29
）
の
設
置
及
び
運
営
、
水
先
人
の
要
請
並
び
に
会
員
の
指
導
、
連

絡
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
（
水
先
法

四
八
条
二
項
）。
本
件
原
審
判
決
（
控
訴
審
判
決
も
そ
の
多
く
を

引
用
）
に
よ
れ
ば
、
水
先
人
会
に
つ
い
て
、
水
先
法
及
び
水
先
約

款
の
各
種
規
定
か
ら
「
水
先
人
の
水
先
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識

や
経
験
に
対
す
る
信
頼
を
重
視
し
た
上
、
当
該
水
先
人
が
、
自
ら

定
め
た
約
款
を
踏
ま
え
、
独
立
し
て
誠
実
に
自
己
の
水
先
業
務
を

行
い
、
そ
の
相
手
方
で
あ
る
船
舶
所
有
者
ら
に
対
し
、
予
め
対
価

と
し
て
定
め
置
い
た
水
先
料
を
請
求
す
る
関
係
を
前
提
に
し
て
い

る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
こ
ろ
、
現
に
、
Ｙ
１
ら
内

海
水
先
区
の
水
先
人
は
、
免
許
を
受
け
て
被
告
水
先
人
会
に
所
属

し
、
神
戸
税
務
署
長
に
対
し
、
水
先
人
と
し
て
個
人
事
業
の
開
業

な
る
地
点
に
お
い
て
右
転
の
指
示
を
出
し
た
点
に
着
目
す
れ
ば
、

原
審
判
決
が
述
べ
る
よ
う
に
重
過
失
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
余

地
は
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
実
際
、
控
訴
審
判
決
に
お
い

て
も
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
余
地
も
な
い
で
は
な
い
と
し

て
い
る
）。
し
か
し
、
控
訴
審
判
決
で
は
、
水
先
人
の
重
過
失
の

有
無
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
本
件
座
礁
事
故
に
至
る
経
緯
全
体

を
検
討
し
て
お
り
、
本
船
側
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
（
Ｐ
）
の
不
励
行
と
の
関

係
か
ら
、
重
過
失
を
否
定
し
て
い
る
。
本
件
の
事
実
関
係
の
下
で
、

重
過
失
を
右
転
指
示
だ
け
で
は
な
く
一
連
の
水
先
行
為
全
体
に
焦

点
を
当
て
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
本
船
側
に
も
Ｂ
Ｒ
Ｍ

（
Ｐ
）
の
不
励
行
も
存
在
し
て
お
り
、
故
意
と
同
視
し
得
る
ほ
ど

顕
著
で
あ
る
と
は
言
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
28
）
。

六
　
水
先
人
会
及
び
日
本
水
先
人
連
合
会
の
責
任

（
一
）
水
先
人
会
の
責
任

本
件
で
は
、
Ｙ
１
だ
け
で
は
な
く
Ｙ
１
が
所
属
す
る
水
先
人
会

及
び
日
本
水
先
人
連
合
会
に
つ
い
て
も
責
任
追
及
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
水
先
人
会
及
び
日
本
水
先

人
連
合
会
の
責
任
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

）
五
五
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

七
三

業
務
の
運
営
の
た
め
に
、
通
信
そ
の
他
の
事
務
施
設
を
必
要
と
す

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
業
務
運
営
上
必
要
な
施
設
の
整
備
を

目
的
と
し
、
加
え
て
水
先
人
同
士
の
親
睦
及
び
福
祉
を
は
か
る
こ

と
を
目
的
と
さ
れ
て
お
り
、
水
先
業
務
そ
れ
自
体
は
水
先
人
個
人

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
き
た
（
30
）
。
そ
の
た
め
、
水
先
人
会
自

身
が
水
先
契
約
締
結
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
く
、

加
え
て
、
本
件
原
審
判
決
及
び
控
訴
審
判
決
が
述
べ
る
よ
う
に
、

水
先
人
会
は
水
先
人
の
事
務
の
取
次
や
窓
口
業
務
を
行
う
こ
と
を

目
的
と
し
て
お
り
、
水
先
人
と
水
先
人
会
と
の
間
に
指
揮
命
令
関

係
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
控
訴
審

判
決
で
追
加
的
に
Ｘ
か
ら
主
張
さ
れ
た
点
と
し
て
、
水
先
人
会

（
組
合
）
に
関
す
る
大
審
院
判
決
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
付
言
し

て
お
く
。
大
判
昭
和
九
年
一
二
月
二
一
日
民
集
一
三
巻
二
四
号

二
三
六
四
頁
は
当
時
の
水
先
人
組
合
に
お
け
る
組
合
規
約
の
一
部

改
正
に
つ
き
、
組
合
員
で
あ
る
水
先
人
が
、
当
該
改
正
に
つ
い
て

は
全
員
一
致
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
全
員
一
致
に
よ
り
議
決
が

な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
決
議
無
効
事
由
に
当
た
る
な
ど
と
主
張

し
た
事
案
で
あ
る
。
同
事
件
に
お
い
て
は
、
水
先
人
組
合
は
民
法

上
の
組
合
で
あ
る
と
し
た
事
例
で
あ
る
が
（
31
）
、
も
し
、
水
先
人
会
が

民
法
上
の
組
合
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
組
合
員
個
人
で
あ
る
水

届
書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
…
、
自
ら
内
海
水
先
区
水
先
約
款
を

定
め
て
、
こ
れ
に
基
づ
き
水
先
契
約
を
締
結
し
て
水
先
業
務
を

行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
事
情
を
総
合
考
慮
す
る
と
本
件
水
先
契

約
は
、
他
に
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
実
質
的
に
水

先
人
で
あ
る
Ｙ
１
に
帰
属
し
て
い
る
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で

あ
る
。」
と
し
、
さ
ら
に
「
水
先
人
会
は
、
水
先
業
務
を
提
供
す

る
主
体
で
あ
る
水
先
人
個
人
の
業
務
が
、
膨
大
・
煩
雑
で
あ
り
、

か
つ
公
共
性
の
高
い
性
質
を
有
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
事

務
的
・
物
理
的
な
側
面
か
ら
補
助
し
支
援
す
る
こ
と
を
事
業
の
目

的
と
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
」
と
し
て
特
段
の
事
情
も
認
め
ら
れ

な
い
と
し
、
や
は
り
水
先
契
約
の
主
体
は
、
あ
く
ま
で
Ｙ
１
で

あ
っ
て
水
先
人
会
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
使
用
者
責

任
に
つ
い
て
も
、「
被
告
水
先
人
会
は
、
あ
く
ま
で
水
先
人
か
ら

委
託
を
受
け
、
一
元
的
に
、
水
先
人
の
す
る
水
先
の
引
き
受
け
に

関
す
る
事
務
の
取
次
な
い
し
は
窓
口
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
水
先
人
を
実
質
的
に
指
導
・
監
督
す
る

た
め
の
組
織
で
は
な
い
上
、
他
に
、
Ｙ
１
と
の
間
に
実
質
的
な
指

揮
監
督
関
係
（
使
用
関
係
）
を
基
礎
付
け
る
特
段
の
事
情
を
認
め

る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
」
と
し
て
、
使
用
者
責
任
も
否
定
し
て

い
る
。
前
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
水
先
人
会
は
、
水
先

）
五
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

七
四

水
先
人
会
の
会
員
の
品
位
を
保
持
し
、
水
先
業
務
の
適
正
か
つ
円

滑
な
遂
行
に
資
す
る
た
め
、
水
先
人
会
及
び
そ
の
会
員
の
指
導
、

連
絡
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
で
あ
る
（
水
先
法

五
五
条
二
項
）。
確
か
に
、
水
先
人
連
合
会
は
、
水
先
人
会
及
び

水
先
人
に
対
し
て
、
会
則
に
基
づ
き
、
必
要
な
監
督
、
指
示
又
は

指
導
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
加
え
て
、
個
々
の
水
先
人
に
対
す
る

処
分
も
各
水
先
人
会
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
原
審
判
決
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
か
ら
日

本
水
先
人
連
合
会
と
Ｙ
１
（
水
先
人
）
と
の
間
に
実
質
的
な
指
揮

監
督
関
係
が
あ
る
と
ま
で
は
言
い
に
く
く
、
日
本
水
先
人
連
合
会

に
つ
い
て
使
用
者
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
水
先
人
会
及
び
日
本
水
先
人
連
合
会
の
責
任
を

否
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
原
審
判
決
及
び
控
訴
審
判
決
い
ず
れ

も
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

七
．
結
び
に
代
え
て

本
判
決
に
関
連
し
て
、
国
土
交
通
省
が
設
置
し
て
い
た
「
水
先

人
の
人
材
確
保
・
育
成
等
に
関
す
る
検
討
会
」
の
会
合
に
お
い
て
、

先
人
が
水
先
契
約
の
当
事
者
と
な
る
の
で
は
な
く
、
水
先
人
会
が

契
約
当
事
者
に
な
る
と
主
張
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
当
該
大
審
院
判
決
は
あ
く
ま
で
組
合
規
約
の
改
正
決
議
の

無
効
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
っ
て
、
水
先
人
個
人
が
契
約
を

締
結
す
る
こ
と
ま
で
も
否
定
し
た
裁
判
例
で
あ
る
と
ま
で
い
え
ず
、

さ
ら
に
、
昭
和
二
四
年
の
水
先
法
改
正
に
伴
い
、
権
利
能
力
な
き

社
団
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
組
合
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
（
32
）
、
ま
た
平
成
一
八
年
の
水
先
法
改
正
に
よ
り
法
人
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
先
例
性
は
小
さ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、

本
判
決
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
立
法
論
と
し
て
法
人
た
る
水
先

人
会
が
水
先
契
約
の
主
体
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
こ

と
に
鑑
み
れ
ば
、
や
は
り
水
先
人
会
が
本
件
に
お
け
る
水
先
契
約

の
当
事
者
で
あ
る
と
の
判
断
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
（
33
）
。（

二
）
日
本
水
先
人
連
合
会
の
責
任

次
に
、
日
本
水
先
人
連
合
会
の
責
任
に
つ
い
て
で
あ
る
。
日
本

水
先
人
連
合
会
と
は
、
全
国
の
水
先
人
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た

法
人
で
あ
り
（
水
先
法
五
五
条
一
項
、
三
項
）、
そ
の
目
的
は
、

）
五
五
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

七
五

（参考図：海難審判庁・海難審判所裁決録22巻428頁より引用）

（
1
） 

本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
四
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本

航
海
学
会
第
一
四
三
回
秋
季
講
演
会
海
上
交
通
法
規
研
究
会
に
て

報
告
し
た
も
の
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
参
加
者

水
先
人
の
責
任
制
限
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。
第
八
回
会
合

の
会
議
資
料
に
よ
れ
ば
、
日
本
水
先
人
連
合
会
か
ら
、
本
件
で
問

題
と
な
っ
た
水
先
約
款
二
一
条
三
項
の
「
重
大
な
過
失
」
の
定
義

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
ど
が
要
望
さ
れ
、
ま
た
、
控
訴
審
判
決

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
故
意
又
は
損
害
の
発
生
の
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
し
た
自
己
の
無
謀
な
行
為
」
に

改
正
す
る
こ
と
の
当
否
や
、
重
大
な
過
失
に
よ
る
場
合
で
も
、
責

任
制
限
制
度
（
責
任
限
度
額
）
を
設
け
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も

議
論
の
俎
上
に
上
っ
た
（
34
）
。
結
果
的
に
は
、
責
任
制
限
制
度
な
ど
に

つ
い
て
は
、
本
判
決
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
法
人
引
受
け
制
度
と

の
関
係
で
議
論
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
水

先
人
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
責
任
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は

引
き
続
き
議
論
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

）
五
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

七
六

害
を
与
え
た
事
件
に
お
い
て
、
水
先
人
が
乗
船
し
て
い
た
船
主
か

ら
水
先
人
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
態
度
を
示
さ
れ
た
者

の
、
結
果
的
に
東
京
湾
水
先
人
組
合
が
強
硬
に
反
対
し
た
結
果
、

請
求
を
断
念
し
た
事
例
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 

中
村
真
澄
＝
箱
井
崇
史
『
海
商
法
（
第
２
版
）』（
成
文
堂
、

二
〇
一
三
年
）
一
四
〇
頁
、
田
中
誠
二
『
海
商
法
詳
論
（
増
補
３

版
）』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
五
年
）
二
一
七
頁
。

（
7
） 

前
掲
註
６
・
田
中
二
一
七
頁
。

（
8
） 

前
掲
註
６
・
中
村
＝
箱
井
一
四
〇
頁
、
岡
田
豊
基
『
現
代
保

険
法
・
海
商
法
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
二
〇
年
）
一
五
四
頁
。

（
9
） 

藤
崎
道
好
『
水
先
契
約
の
研
究
』（
成
山
堂
書
店
、
一
九
七
〇

年
）
二
五
頁
。

（
10
） 

原
審
判
決
で
は
水
先
約
款
二
一
条
の
規
定
に
つ
い
て
「
こ
の

免
責
規
定
が
水
先
人
の
債
務
不
履
行
責
任
だ
け
で
な
く
、
不
法
行

為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
に
も
適
用
が
あ
る
と
い
う
点
で
当
事

者
の
認
識
は
一
致
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
原
審

判
決
で
は
結
論
に
お
い
て
不
法
行
為
に
基
づ
く
責
任
で
あ
る
と
も

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
控
訴
審
判
決
で
は
結
論
部
分
に
お
い
て

「
Ｙ
１
の
本
件
行
為
に
つ
い
て
は
、
本
件
免
責
条
項
が
適
用
さ
れ
る

か
ら
、
Ｙ
１
は
、
Ｘ
に
対
す
る
債
務
不
履
行
責
任
及
び
不
法
行
為

責
任
を
免
責
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
11
） 

こ
の
点
、
従
来
、
水
先
契
約
は
請
負
契
約
た
る
性
質
を
有
す

る
と
の
見
解
も
あ
る
（
鹽
田
環
「
水
先
人
ヲ
論
ズ
」
国
家
学
会
雑

誌
二
三
巻
一
〇
号
（
一
九
〇
九
年
）
三
七
頁
）。
す
な
わ
ち
、
水
先

に
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
研
究
は

Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費18H

00805

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 
神
戸
地
方
海
難
審
判
所
平
成
二
二
年
六
月
四
日
裁
決
（
海
難

審
判
庁
・
海
難
審
判
所
裁
決
録
二
二
巻
四
二
五
頁
〔
貨
物
船
ハ
ン

ジ
ン
ブ
リ
ス
ベ
ン
乗
揚
事
件
〕）。
な
お
、
海
難
審
判
所
に
よ
る
事

故
時
の
状
況
の
図
に
つ
い
て
は
参
考
図
と
し
て
別
掲
し
た
。

（
3
） 

大
判
昭
和
一
〇
年
六
月
三
日
大
審
院
判
決
全
集
一
輯
一
九
号

一
五
頁
。

（
4
） 

志
津
田
氏
治
「
水
先
人
と
船
主
責
任
」
同
『
堪
航
能
力
と
海

事
法
の
研
究
』（
酒
井
書
店
、
一
九
七
一
年
）
二
一
三
頁
［
初
出

一
九
五
九
年
］、
原
茂
太
一
「
水
先
人
の
過
失
と
対
外
責
任
の
帰

属
」
吉
永
榮
助
編
『
田
中
誠
二
先
生
古
稀
記
念
　
現
代
商
法
学
の

諸
問
題
』（
千
倉
書
房
、
一
九
六
七
年
）
五
〇
七
頁
等
。

（
5
） 

も
っ
と
も
、
藤
崎
道
好
『
水
先
法
の
研
究
』（
成
山
堂
書
店
、

一
九
六
七
年
）
六
三
〇
頁
は
「
水
先
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任

の
追
及
は
、
現
実
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
将
来
に
お
い
て

発
生
す
る
可
能
性
が
あ
」
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
本
件
の
よ
う
な

訴
訟
が
生
じ
う
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

一
九
五
五
年
四
月
に
、
横
浜
港
に
お
け
る
米
軍
と
東
京
湾
水
先
人

組
合
に
お
い
て
、
水
先
契
約
に
お
い
て
、
水
先
人
の
過
失
に
よ
り

米
軍
に
与
え
た
損
害
に
対
し
、
水
先
人
が
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き

で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
事
例
（
最
終
的
に
は
水
先
人
組
合
に
よ
る

抗
議
に
よ
り
賠
償
責
任
条
項
が
撤
回
）
や
、
実
際
に
、
水
先
人
が

外
国
船
に
お
い
て
水
先
行
為
を
し
た
際
に
、
同
船
及
び
他
船
に
損

）
五
五
〇
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

七
七

主
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
可
能
性
が
出
て
く
る
（
雇
用
契
約
で

あ
る
と
性
質
決
定
し
た
場
合
に
は
、
商
法
六
九
〇
条
の
適
用
に
よ

り
、
準
委
任
契
約
で
あ
る
と
性
質
決
定
し
た
場
合
に
は
、
商
法

六
九
〇
条
の
類
推
適
用
な
い
し
は
民
法
七
一
五
条
の
適
用
が
考
え

ら
れ
る
）。
そ
の
た
め
、
本
件
の
よ
う
に
、
水
先
人
の
本
船
船
主
に

対
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
立
場
に
与
し
た
と
し
て
も
、

基
本
的
に
は
、
主
張
・
立
証
の
対
象
や
立
証
責
任
の
分
配
に
多
少

の
違
い
が
生
じ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
雇

用
契
約
説
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
被
嚮
導
船
舶
の
船
主
の
水
先
人

に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
、
民
法
七
一
五
条
三
項
に
お

け
る
求
償
権
に
対
す
る
制
限
の
よ
う
な
議
論
は
あ
り
得
る
か
も
し

れ
な
い
。

（
12
） 

奥
田
昌
道
＝
佐
々
木
茂
美
『
新
版
債
権
総
論
（
上
巻
）』（
判

例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
二
〇
年
）
二
三
〇
頁
参
照
。

（
13
） 

前
掲
註
12
・
奥
田
＝
佐
々
木
一
五
七
頁
。
こ
の
点
、
平
成

二
九
年
民
法
改
正
四
一
五
条
一
項
但
書
で
は
「
債
務
の
不
履
行
が

契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照

ら
し
て
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
そ
の
こ
と
を
明
文

化
し
た
（
筒
井
健
夫
＝
村
松
秀
樹
編
著
『
一
問
一
答
民
法
（
債
権

関
係
）
改
正
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
七
四
〜
五
頁
参
照
）。

（
14
） 

潮
見
佳
男
『
新
債
権
総
論
Ⅰ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）

三
八
五
頁
。

（
15
） 
小
町
谷
操
三
『
船
舶
衝
突
法
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
）

契
約
に
基
づ
く
水
路
の
嚮
導
は
請
負
の
性
質
を
帯
び
、
そ
の
仕
事

の
完
成
、
す
な
わ
ち
、
船
舶
を
嚮
導
し
て
安
全
に
船
舶
を
入
港
さ

せ
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
を

敷
衍
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
座
礁
事
故
の
発
生
に
よ
り
、
債
務

不
履
行
（
不
完
全
履
行
）
の
事
実
が
あ
る
と
さ
れ
、
他
方
で
、
水

先
人
の
側
に
お
い
て
、
本
件
座
礁
事
故
に
つ
い
て
帰
責
事
由
の
な

い
こ
と
を
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

現
在
で
は
、
雇
用
契
約
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
前
掲
註

６
・
中
村
＝
箱
井
一
四
一
頁
）
や
、
準
委
任
契
約
と
す
る
見
解

（
逸
見
真
「
水
先
人
の
民
事
免
責
―
水
先
約
款
免
責
条
項
の
現
代
的

意
義
と
妥
当
性
」
日
本
航
海
学
会
論
文
集
一
二
六
号
（
二
〇
一
二

年
）
一
二
八
頁
、
三
好
登
志
行
＝
藤
本
昌
二
「
水
先
標
準
約
款
21

条
３
項
『
重
大
な
過
失
』
の
意
義
に
つ
い
て
」
海
事
法
研
究
会
誌

二
三
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
五
頁
）
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
契
約
の
性
質
が
主
と
し
て
理
論
的
に

問
題
と
な
る
の
は
、
水
先
人
の
嚮
導
に
従
っ
て
船
舶
を
運
航
し
て

い
た
場
合
に
、
他
船
と
衝
突
し
た
場
合
の
水
先
人
と
被
嚮
導
船
舶

の
船
主
の
他
船
船
主
に
対
す
る
衝
突
責
任
の
場
面
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
請
負
契
約
説
に
よ
れ
ば
、
あ
く
ま
で
注
文
者
で
あ
る
本
船

側
に
つ
い
て
は
責
任
を
問
わ
れ
ず
、
水
先
人
の
み
が
衝
突
相
手
船

主
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
一
方
（
民
法
七
一
六
条
参

照
）、
他
方
で
雇
用
契
約
や
準
委
任
契
約
で
あ
る
と
性
質
決
定
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
民
法
七
一
五
条
な
い
し
は
商
法
六
九
〇
条
に
基
づ

く
使
用
者
責
任
ま
た
は
船
主
責
任
に
よ
り
、
水
先
人
及
び
本
船
船

）
五
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

七
八

（
25
） 

奥
田
昌
道
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
10
）
Ⅱ
債
権
（
１
）』〔
潮

見
佳
男
〕（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
二
四
頁
。

（
26
） 

も
と
も
と
水
先
約
款
に
お
け
る
水
先
人
の
免
責
条
項
は
、
本

来
、
水
先
人
は
船
長
に
対
す
る
助
言
者
に
過
ぎ
ず
、
水
先
行
為
に

よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
船
舶
所
有
者
が
負
担
す
べ
き
も

の
で
あ
る
と
い
う
水
先
法
の
考
え
方
を
前
提
と
す
る
。
水
先
人
に

対
し
て
船
主
か
ら
損
害
賠
償
責
任
が
追
及
さ
れ
た
場
合
、
水
先
業

務
の
運
営
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
免
責
条
項
を
水
先
約
款
に
挿
入
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

当
時
の
水
先
人
協
会
か
ら
は
、
水
先
人
の
故
意
ま
た
は
重
過
失
に

よ
ら
ず
し
て
生
じ
た
損
害
に
対
し
て
は
免
責
さ
れ
る
旨
の
条
項
が

提
案
さ
れ
、
英
国
船
主
責
任
保
険
組
合
八
団
体
及
び
日
本
船
主
協

会
と
の
協
議
に
よ
り
、
認
め
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
（
前
掲

註
５
・
藤
崎
六
三
〇
頁
〜
六
三
四
頁
参
照
）。

（
27
） 

前
掲
註
11
・
三
好
＝
藤
本
一
一
頁
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
法

に
お
い
て
も
、
水
先
人
に
は
適
切
な
賠
償
責
任
保
険
が
な
く
、
賠

償
リ
ス
ク
を
分
散
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
一
方
、
船
主
は
賠
償

リ
ス
ク
を
最
も
容
易
に
付
保
で
き
、
か
つ
ほ
と
ん
ど
追
加
費
用
も

か
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
水
先
人
の
賠
償
責
任
の
免
責
規
定
を
有

効
と
し
て
い
る
（T

hom
as J. S

choenbaum
, A

D
M

IR
A

L
T

Y
 

A
N

D
 M

A
R

IT
IM

E
 L

A
W

, V
ol. 2 

（W
est P

ub. 5th ed., 
2011

）, p.94-95

）。

（
28
） 
債
権
者
側
の
過
失
と
の
関
係
で
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、

債
務
者
の
過
失
を
検
討
す
る
中
で
、
債
権
者
の
過
失
を
も
考
慮
要

一
一
三
頁
、
石
井
照
久
『
海
商
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）

一
九
五
頁
〜
一
九
六
頁
、
前
掲
註
４
・
志
津
田
二
二
九
頁
。
た
だ

し
、
森
清
『
海
商
法
原
論
（
全
訂
改
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
四
一

年
）
六
三
頁
は
反
対
。

（
16
） M

ichael R
. A

dam
s

／
廣
澤
明
（
訳
）『
ブ
リ
ッ
ジ
・
リ
ソ
ー

ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』（
成
山
堂
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
四
頁
等
参

照
。
例
え
ば
、
船
長
は
、
た
と
え
レ
ー
ダ
ー
を
利
用
し
て
い
た
と

し
て
も
、
当
直
担
当
者
に
対
し
て
航
海
当
直
の
状
況
等
を
船
長
に

知
ら
せ
る
よ
う
促
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（S

ee, T
uuli 

A
nna M

esser, M
A

S
T

E
R

’S
 H

A
N

D
B

O
O

K
 O

N
 S

H
IP

’S
 

B
U

S
IN

E
S

S
 

（C
ornell M

aritim
e P

ress, 3
rd. ed.

）, p.8

）。

（
17
） 

前
掲
註
16
・M

ichael

／
廣
澤
一
三
〇
頁
以
下
。

（
18
） 

前
掲
註
16
・M

ichael

／
廣
澤
一
四
三
頁
。

（
19
） 

最
判
昭
和
三
二
年
七
月
九
日
民
集
一
一
巻
七
号
一
二
〇
三
頁
。

（
20
） 

神
田
秀
樹
「
判
批
」
江
頭
憲
治
郎
ほ
か
編
『
商
法
（
総
則
・

商
行
為
）
判
例
百
選
（
第
５
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）

一
九
五
頁
。

（
21
） 

道
垣
内
弘
人
「
重
過
失
」
法
学
教
室
二
九
〇
号
（
二
〇
〇
四

年
）
三
九
頁
。

（
22
） 

道
垣
内
弘
人
「『
重
過
失
』
概
念
に
つ
い
て
の
覚
書
」
能
見
善

久
ほ
か
『
民
法
学
に
お
け
る
法
と
政
策
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）

五
六
一
頁
。

（
23
） 

前
掲
註
22
・
道
垣
内
五
六
五
頁
〜
五
六
六
頁
参
照
。

（
24
） 

前
掲
註
11
・
逸
見
一
二
八
頁
。

）
五
五
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

七
九

（
29
） 

会
員
の
す
る
水
先
の
引
受
け
に
関
す
る
事
務
を
統
合
し
て
行

う
た
め
の
事
務
所
（
水
先
法
四
八
条
二
項
括
弧
書
き
）。

（
30
） 

前
掲
註
９
・
藤
崎
六
五
頁
。

（
31
） 

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
藤
崎
道
好
「
水
先
人
組
合
の
決
義
無

効
確
認
の
訴
」
我
妻
栄
編
『
海
事
判
例
百
選
（
増
補
版
）』（
有
斐

閣
、
一
九
七
三
年
）
六
四
頁
参
照
。

（
32
） 

前
掲
註
６
・
田
中
二
二
〇
頁
〜
二
二
一
頁
。

（
33
） 

な
お
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
も
、
水
先
人
会
（pilot 

associations

）
は
、
そ
の
会
員
で
あ
る
水
先
人
の
不
法
行
為
に
つ

い
て
代
位
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
確
立
し
て
い
る
と

さ
れ
る
。
水
先
人
は
水
先
人
会
の
代
理
人
と
し
て
の
機
能
は
有
し

て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
一
般
公
衆
に
対
し
て
水
先
人
の
専
門
的
な

行
為
に
つ
い
て
保
証
を
な
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

S
choenbaum

, supra note 27, p.96.

（
34
） 

国
土
交
通
省
「
第
８
回
水
先
人
の
人
材
確
保
・
育
成
等
に
関

す
る
検
討
会
」<available at https://w

w
w

.m
lit.go.jp/com

m
on/ 

001154333.pdf 

（L
ast access: 12/1/2020

）>

素
と
し
得
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
債
権
者
の
過
失
に
つ
い
て
、

過
失
相
殺
の
文
脈
で
は
あ
る
が
、
契
約
は
契
約
当
事
者
を
拘
束
す

る
も
の
で
あ
り
、
債
権
者
の
過
失
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
債

務
者
の
側
と
同
様
に
、「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取

引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
」
判
断
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
債
権
者
に

過
失
が
あ
る
と
い
え
る
か
の
判
断
に
お
い
て
も
、
債
務
不
履
行
に

該
当
す
る
事
実
の
発
生
に
関
す
る
リ
ス
ク
が
契
約
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
配
分
さ
れ
て
い
た
か
が
出
発
点
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と

に
な
る
と
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
（
潮
見
佳
男
ほ
か
編
『
詳
解
改
正

民
法
』〔
長
野
史
寛
〕（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
一
六
二
頁
）。

こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
本
件
水
先
契
約
に
お
い
て
は
、
債

権
者
側
で
あ
る
本
船
側
に
も
、
水
先
人
は
船
長
の
助
言
者
で
あ
る

こ
と
を
前
提
に
、
水
先
人
の
嚮
導
に
疑
問
が
生
じ
る
よ
う
な
場
合

に
は
情
報
交
換
等
を
行
う
な
ど
し
て
、
損
害
の
発
生
を
回
避
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
本
件
で
は
、

ま
さ
に
損
害
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
債
権
者
に
課
さ
れ
て
い

る
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
債
務
者
の
過

失
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
は
不
当
と
は
言
え
な
い
と
も
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
で
は
、
少
な
く
と
も
、
水
先
人
（
債
務
者
）

に
過
失
が
な
い
と
い
う
事
案
で
は
な
く
、
水
先
人
に
過
失
は
あ
る

も
の
の
、
水
先
人
の
嚮
導
に
対
す
る
本
船
側
の
過
失
あ
る
不
作
為

（
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
不
励
行
）
に
よ
っ
て
、
重
過
失
と
ま
で
は
い
え
な
い
と

い
う
事
案
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

）
五
五
五
（
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